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あ行

言渡しの日（いいわたしのひ）
事件を起こした者が、裁判で判決を言い渡された日のこと。

委託保護（いたくほご）
更生保護施設が保護観察所長の委託に基づき保護を行うこ

と。

一時保護事業（いちじほごじぎょう）
更生保護事業の一つ。保護を必要とする者を更生保護施設

に収容することなく、帰住のあっせん、金品の給与、貸与、
生活の相談等を行うこと。各都道府県にある「更生保護協会」
が実施している。

一般刑法犯（いっぱんけいほうはん）
→「刑法犯」（ｐ７８）参照

一般遵守事項（いっぱんじゅんしゅじこう）
すべての保護観察対象者が保護観察期間中に守らなければ

ならない事項。一般遵守事項・特別遵守事項に違反した場合
は仮釈放取消等の「不良措置」がとられる。

一般調整（いっぱんちょうせい）
特別調整でない従来の生活環境調整制度のこと。

医療刑務所（いりょうけいむしょ）
身体・精神上の疾病や障がいがある受刑者を収容する施設。

薬物やアルコールの依存症も対象となる。身体、精神疾患等
の者を収容する施設として東京都八王子市・大阪府堺市に、
精神疾患等の者を収容する施設として愛知県岡崎市・福岡県
北九州市の、全国に４か所に設置されている（平成２１年４月
現在）。

医療少年院（いりょうしょうねんいん）
家庭裁判所によって心身に著しい故障があると審判された、

おおむね１４歳以上の罪を犯した少年を収容する施設。満２６歳
まで収容できる。
全国に２か所設置されている。（平成２１年４月現在）

医療保護入院（いりょうほごにゅういん）
精神保健福祉法３３条に定められている精神障がい者の入院

形態の一つ。
精神障がい者で、医療及び保護のために入院を要すると精

神保健指定医によって診断された場合、精神科病院の管理者
が本人の同意がなくても、保護者または扶養義務者の同意に
より、入院（４週間限定）させることができる制度。

引致（いんち）
一般的には、身体の自由を拘束した者を一定の場所又は一

定のところへ強制的に連行することをいう。保護観察所にお

ける引致は、保護観察対象者に遵守事項を遵守しなかったこ
とを疑うに足りる十分な理由がある場合等に仮釈放の取消し
の申出等の前提として、所要の調査をするため、保護観察対
象者を強制的に保護観察所等一定の場所に連行する必要があ
る場合にとられることが多い。

恩赦（おんしゃ）
行政権によって、国の刑罰権を消滅させ、裁判の内容を変

更させ、または裁判の効力を変更もしくは消滅させる制度で
あり、大赦・特赦・減刑・刑の執行の免除・復権の５種類が
ある。

か行

確定の日（かくていのひ）
判決内容が確定する日。通常は言渡しの日から１５日目であ

り、判決内容に不服がある場合、言渡しの日から確定の日ま
での１５日間であれば上訴できる。

家庭裁判所調査官（かていさいばんしょちょうさかん）
→「少年審判」（ｐ８０）参照

仮釈放制度（かりしゃくほうせいど）
受刑者を刑期満了前に釈放し、円滑な社会復帰を促進する

こと等を目的とする制度。�有期刑３分の１、無期刑１０年を
経過していること、�改悛の状があることが要件となってお
り、「引受人」「帰住地」があることも重要な考慮要素となる。

科料（かりょう・とがりょう）
財産刑（財産の剥奪を内容とする刑罰）の一種。金額は１，０００

円以上１万円未満であり、刑罰の中で最も軽い。科料を完納
することが出来ない者は労役場に留置され労役を行う。

観護措置（かんごそち）
観護措置は、家庭裁判所が調査・審判を行うために、少年

の心情の安定を図りながら、その身柄を保全するための措置
である（少年法第１７条第１項）。観護措置には、家庭裁判所
調査官の観護に付する措置と、少年鑑別所に送致する措置と
がある。

帰住予定地（帰住地）（きじゅうよていち（きじゅうち））
刑務所等を退所した後、本人が帰ろうとしている場所のこ

と。

起訴（公訴の提起）（きそ（こうそのていき））
検察官が裁判所に対して、被疑者が犯人だとして刑事裁判

を求めること。「公訴の提起」ともいう。裁判にかけること
を「起訴」、かけないことを「不起訴」という。起訴によっ
て対象者が「被疑者」から「被告人」に変わる。

� 用語集
※ 設置数は支所・分所を含む。
※ 法律用語を除いて「障がい」「障がい者」で統一。
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矯正施設�

刑事施設�

● 刑務所�
● 少年刑務所�
● 拘置所�

● 少年院�
● 少年鑑別所�
● 婦人補導院�

図１ 矯正施設・刑事施設の範囲

起訴猶予（きそゆうよ）
不起訴処分の一種。起訴に十分な客観的な証拠があり、起

訴する条件がそろっていても、被疑者の性格・年齢・境遇・
情状等を考慮して、検察官の裁量で起訴しないこと。

逆送（ぎゃくそう）
少年の事件は基本的に家庭裁判所にて審判が行われるが、

死刑、懲役、禁錮に当たる事件で、同所の審判により、事件
の性質や情状から保護処分には適さず、成人と同じような刑
事処分が適当と判断した場合に、検察官に送致されること。
「検察官送致」とも呼ばれる。送致された少年は成人と同じ
ように公開の法廷で裁判が行われる。平成１２年の少年法の改
正により１６歳未満の少年でも逆送して刑事処分の対象となる
ことが可能となった。

矯正管区（きょうせいかんく）
矯正施設の適切な管理、運営を図るために設けられた法務

省の地方支分部局。札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、
高松、福岡の８矯正管区が設置されている。

矯正施設（きょうせいしせつ）
刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所及び婦

人補導院の総称。

協力雇用主（きょうりょくこようぬし）
犯罪や非行歴のある人を積極的に雇用し、その立ち直りに

協力する民間の事業者。全国に８，４７１の協力雇用主がいる（平
成２２年２月１日現在）。

禁錮（きんこ）
自由刑（施設に拘禁して自由を剥奪する刑罰）の一種。懲

役と違い義務としての刑務作業は科されない。ただし、本人
の申出によって刑務作業につくことは認められており、禁錮
受刑者のほとんどが就業している。懲役と同様に「有期禁錮」
と「無期禁錮」がある。過失犯に科される傾向が多い。

虞犯少年（ぐはんしょうねん）
２０歳未満で、まだ罪を犯していないが、保護者の正当な監
督に従わない等の不良行為があり、その性格や環境からみて、
将来罪を犯すおそれのある者。

刑期起算日（けいききさんび）
刑期計算上の初日のこと。
拘禁中の者については、裁判の確定の日。上訴の放棄また

は取下げによって裁判が確定する時は、その申立書または取
下書を所長又は代理者に提出した日。拘禁されていなかった
者については、拘禁された日。

刑事裁判（けいじさいばん）
刑事事件について、被疑者を検察官が起訴することによっ

て始まり、起訴状に書かれた事実を証拠に基づいて判断し、
被告人を有罪と認めたときは、どのような刑罰を科すのが適
当かを審理する手続き。

刑事施設（けいじしせつ）
刑務所、少年刑務所及び拘置所の総称。現在、全国に７７か

所設置されており、うち少年刑務所、拘置所はそれぞれ７か
所、８か所ある（平成２１年４月現在）。

刑事収容施設（けいじしゅうようしせつ）
刑事施設、都道府県警察に設置される留置施設、海上保安

留置施設の総称。

刑事収容施設法（けいじしゅうようしせつほう）
正式には「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法

律」。
平成１７年に制定された刑事収容施設の管理運営及び被収容

者の処遇等について規定した法律。それまで刑務所における
受刑者は、明治４１年に制定された「監獄法」に基づいて処遇
されていたが、被収容者の権利保障や受刑者処遇の原則や内
容が不十分な点等の理由から、今日的な行刑とはそぐわない
ものとなっていた。平成１５年に設置された「行刑改革会議」
の提言が契機となり制定へ結びついた。
特徴としては�刑事施設の管理運営の透明化、�受刑者の

権利義務、職員の権限の明確化、�受刑者の改善更生及び円
滑な社会復帰を図るための矯正処遇の内容等を明確に示した
こと等がある。特に受刑者処遇の目的として社会復帰を原則
とすることが明示されたことで、「作業」のみを義務づけて
いた処遇から、改善指導等の教育的な処遇の充実が図られる
ようになった。

継続保護事業（けいぞくほごじぎょう）
更生保護事業の一つ。保護を必要とする者を更生保護施設

に収容して、宿所および食事の供与、社会生活に適応させる
ために必要な生活指導等を行うこと。

刑罰（けいばつ）
犯罪を行った者に対して法律上科せられる制裁。日本では

刑の重い方から、死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留、科料があ
る。
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当番弁護士�

被疑者� 被告人�

被疑者国選弁護人� 被告人国選弁護人�

逮
捕�

勾
留�

起
訴�

裁
判�

判
決
（
刑
確
定
）�

図２ 被告人国選弁護人、被疑者国選弁護人、当番弁護士の違い

刑法犯（けいほうはん）
刑法及び次の法律（特別法）に規定する罪を犯した者。

�爆発物取締罰則、�決闘罪ニ関スル件、�印紙犯罪処
罰法、�暴力行為等ノ処罰ニ関スル法律、�盗犯等ノ防止
及処分ニ関スル法律、�航空機の強取等の処罰に関する法
律、�人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律、�航
空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律、	人質
による強要行為等の処罰に関する法律、
組織的な犯罪の
処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律

「一般刑法犯」とは、刑法犯全体から交通事故の場合の自
動車運転過失致死傷等を除いた者。これらは過失犯であり量
的にも多く数の変動があるため、全体の傾向を正確に知るた
めに使用される。「特別法犯」とは刑法犯以外の特別法上の
罪を犯した者。

刑名（けいめい）
死刑・懲役・禁錮・拘留・罰金・科料等の刑罰の名称。

経理作業（けいりさぎょう）
刑事施設で受刑者に課される刑務作業の一つであり、刑事

施設を自営していく上で必要な炊事（受刑者等に食べさせる
食事を作る係）、洗濯、清掃等の作業を指す。刑事施設内に
おいて、ある程度の作業成績や受刑態度、能力を認められた
受刑者に対し、これらの作業を行わせることが多い。

検挙（けんきょ）
犯罪について被疑者を特定し、送致・送付又は微罪処分に

必要な捜査を遂げることをいう。逮捕と違い身柄の拘束は伴
わない。

検挙件数（けんきょけんすう）
認知された事件の被疑者が判明し、検察庁へ送致された件

数。警察による事件解明を示す指標となる。

原告（げんこく）
民事訴訟（行政訴訟も含まれる場合もある）を提起した側

の当事者のこと。対義語は「被告」。

抗告（こうこく）
→「裁判のしくみ」（ｐ７９）参照

更生緊急保護（こうせいきんきゅうほご）
→ｐ４参照

更生保護（こうせいほご）
罪を犯した者や非行のある少年が、再び罪を繰り返すこと

なく、社会内において善良な一員として自立できるように適
切な処遇を行い、犯罪や非行に陥ることがないよう、改善更
生を行うこと。保護観察、更生緊急保護、仮釈放、仮退院等
の対象者への措置及び諸活動を指す。
社会内において様々な関係者、社会資源等と連携して処遇

されることから、「社会内処遇」とも言われる。地方更生保
護委員会・保護観察所の公的機関のみではなく、実質的な活

動を担う更生保護法人及び保護司の民間関係者、あるいは
BBS会・更生保護女性会の民間ボランティアが協力した、
「官民共働」による活動が大きな特徴である。

更生保護施設（こうせいほごしせつ）
矯正施設退所者や保護観察を受けている人等の内、頼るべ

き人がいない等の理由で直ちに自立更生することが困難な人
に対して、一定期間、宿泊場所や食事を提供したり、就職指
導や社会適応のために必要な指導を行う等して、円滑な社会
復帰を手助けする施設。全国に１０４施設あり、法務大臣の認
可を受けた民間の更生保護法人や社会福祉法人、NPO法人
等によって運営されている（平成２２年３月３１日現在）。

更生保護女性会（こうせいほごじょせいかい）
犯罪や非行をした人たちの立ち直り支援や、地域の犯罪・

非行の予防活動、子育ての支援活動等を行う、女性のボラン
ティア団体。全国で１，３０９団体、約１９万人の会員がいる（平
成２１年４月現在）。

控訴（こうそ）
→「裁判のしくみ」（ｐ７９）参照

拘置所（こうちしょ）
主に被疑者、被告人等の身柄を収容する施設。

拘留（こうりゅう）
自由刑の一種。１日以上３０日未満の間、刑事施設に拘置さ

れる。禁錮と同様に義務としての刑務作業は科されない。

勾留（こうりゅう）
罪を犯したことが疑われ、かつ�住居不定、�罪証隠滅の

おそれ、�逃亡のおそれのいずれかの理由から、捜査を進め
る上で身柄の拘束が必要な場合に、検察官の請求に基づいて
裁判官が勾留状を発付して行う強制処分。原則１０日であり、
やむを得ないときは１０日（内乱罪等の場合には１５日）を限度
に延長できる。

国選弁護制度（こくせんべんごせいど）
被告人が貧困その他の理由で自ら弁護人を依頼できない場

合に、被告人の正当な利益を保護するために、被告人からの
請求によって国がその費用で弁護人を選任する制度。
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最高裁判所�

高等裁判所　本庁8か所（支部6か所）�

簡易裁判所 438か所�
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本庁50か所　支部203か所�
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図３ 裁判の仕組み

コラージュ（collage）
雑誌や広告・新聞等から写真や絵を切り抜き、台紙に貼っ

て１枚の作品を作成させる美術の表現方法の一種。作成する
過程で達成感を味わったり、無意識的な自己を認識する一助
とする。行動観察として少年鑑別所で実施されている。

さ行

在所証明書（ざいしょしょうめいしょ）
刑務所に入所していたことを証明する証明書。住民票を更

生保護施設の住所に移す際や、入所中に更新期間が切れてい
る免許証等の更新・再発行や保険証等の支払い免除のための
申請等に必要な書類。

裁定（通算）（さいてい（つうさん））
未決通算の一つ。裁判所の裁量によって未決勾留の日数全

部又は一部を刑に算入することができる。裁定通算の日数は、
判決の主文において明示される。

裁判の仕組み（さいばんのしくみ）
わが国では正しい裁判を実現するために、三つの審級の裁

判所を設けて、当事者が望めば、原則的に３回までの反復審
理を受けられる三審制を採用している。
事件の内容によって、地方裁判所、簡易裁判所、家庭裁判

所で最初の裁判（第一審）が行われる。第一審の判決に不服
のある者は上級の裁判所に不服申立ができ（第二審）、第二
審の判決にも不服がある者はさらに上級の裁判所に不服申立
ができる（第三審）。最高裁判所は終審の裁判所であるので、
その裁判は最終のものとなる。
第一審から第二審への不服申立を「控訴」（少年法では「抗

告」）、第二審から第三審への不服申立を「上告」という。

罪名（ざいめい）
殺人罪・放火罪のように、犯罪の種類を表す名称。

作業報奨金（さぎょうほうしょうきん）
刑務作業に対する報奨金。日本では賃金制は採用されてお

らず、平成２０年度では１人平均４，２１１円／月になる（『犯罪白
書平成２１年度版』）。原則として釈放され社会に戻る際に支給
される。

試験観察（しけんかんさつ）
少年に対する処分を直ちに決めることが困難な場合、適当

な期間、家庭裁判所調査官の観察に付すこと。「在宅の試験
観察」と、民間の篤志家や施設等に住み込みながら指導を受
ける「補導委託」に分かれる。

示談（じだん）
犯罪により生じた財産的被害の賠償について、当事者同士

で話し合うこと。損害賠償、謝罪等が受け入れられ、示談が
成立している場合は、被害者が加害者を許していること（宥
恕）の表れの一つとして、被告に有利な量刑となりうる。

執行猶予（しっこうゆうよ）
裁判所が刑を宣告した場合において、刑の執行を一定期間

猶予し猶予期間を無事経過した時は、その刑を免除する制度。
執行猶予中は保護観察に付することもできる。

指定帰住地（していきじゅうち）
矯正施設から仮釈放等になって社会復帰する者が、そこに

帰って生活することを指定される場所のこと。

指定更生保護施設（していこうせいほごしせつ）
「高齢又は障害により特に自立が困難な矯正施設出所者等
を保護する指定更生保護施設」の指定を受けた更生保護施設
のこと。特別な支援を行うために、福祉の専門職が配置され
ており、全国で５７か所が指定を受けている（平成２１年４月現
在）。

指導監督（しどうかんとく）
→「保護観察」（ｐ８４）参照

児童自立支援施設（じどうじりつしえんしせつ）
→ｐ３参照

児童養護施設（じどうようごしせつ）
保護者がいない、虐待されている等、家庭における養育が

困難で保護を必要としている子供を入所させ、その自立を支
援することを目的とする施設。少年法による保護処分の一つ
に「児童自立支援施設等送致処分」がある。全国に５６９か所
設置されている（平成２０年１０月現在）。

社会復帰促進センター（しゃかいふっきそくしんせんたー）
→「PFI刑務所」（ｐ８５）参照

社会復帰調整官（しゃかいふっきちょうせいかん）
保護観察所において心神喪失者等医療観察法の対象者の生

活環境の調整及び精神保健観察に従事する者。制度発足に伴
い新たに配置され、全国で９８人配置されている（平成２２年３
月現在）。
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年齢 心身の状況
犯罪傾向の
程度

初等少年院 おおむね１２歳以上

著しい
故障なし

――
おおむね１６歳未満

中等少年院 おおむね１６歳以上
――

２０歳未満
特別少年院 おおむね１６歳以上 犯罪傾向が

進んでいる２３歳未満
医療少年院 おおむね１２歳以上 著しい

故障あり
――

２６歳未満

送
致
・
通
告�

事
件
の
発
生�

家
庭
裁
判
所�

調
査�

審
判�

少年院送致処分�

逆送（検察官送致）�

不処分�

知事又は児童相談所長送致�

審判不開始�

児童自立支援施設等送致処分�

試験観察�

保護処分�

保護観察処分�

図４ 少年審判の流れ

種類 内容 符号
作業 一般作業 V０

職業訓練 V１
改善指導 一般改善指導 R０

特
別
改
善
指
導

薬物依存離脱指導 R１
暴力団離脱指導 R２
性犯罪再犯防止指導 R３
被害者の視点を取り入れた教育 R４
交通安全指導 R５
就労支援指導 R６

教科指導 補習教科指導 E１
特別教科指導 E２

釈放事由（しゃくほうじゆう）
仮釈放や満期釈放等、身柄拘束を解かれた理由を指す。

就業支援センター（しゅうぎょうしえんせんたー）
→「自立更生促進センター構想」参照

終身刑（しゅうしんけい）
受刑者を生涯刑事施設に拘禁する刑罰。仮釈放の可能性が

認められていない「無期刑」であり、わが国の現行法では存
在していない。米国や豪州の一部の州、オランダ、中国等で
採用されている。社会復帰がなく受刑者に絶望感を抱かせる
という人道的な見地からの批判もある。

準初入（じゅんしょにゅう）
再犯加重の要件を満たさない者のうち、入所度数が２回以

上で５年間再犯をしていない者のこと。「準初○入」と記載
される。

上告（じょうこく）
→「裁判のしくみ」（ｐ７９）参照

常習累犯窃盗（じょうしゅうるいはんせっとう）
窃盗罪・窃盗未遂罪にあたる行為を常習的にする罪。過去

１０年間に３回以上これらの罪で懲役刑を受けた者が、新たに
罪を犯すと成立する。３年以上の有期懲役とされ、一般の窃
盗罪よりも重い。

少年院（しょうねんいん）
家庭裁判所から保護処分として送致された者等を収容し、

矯正教育を実施する施設。年齢、犯罪傾向の程度、心身の状
況によって、初等少年院・中等少年院・特別少年院・医療少
年院に分かれる。
在院者の成長発達を促し、社会生活に適応するための改善

更生を目指す教育が中心となる。「生活指導」「職業補導」、
義務教育や高校教育を行う「教科教育」等が実施され、円滑
に社会生活に適応するための進路指導や各種心理療法も行わ
れている。
少年院の収容期間は原則として２０歳までであるが、個々の

少年の収容期間は家庭裁判所からの勧告等を踏まえ、少年院
で計画される。全国に５２か所（分院含む。内女子の少年院９
か所）設置されている（平成２１年４月現在）。

少年鑑別所（鑑別所）（しょうねんかんべつしょ（かんべつ
しょ））
主として家庭裁判所から観護措置の決定によって送致され

た少年を収容するとともに、その心身の状態を科学的方法で
調査・診断し、非行の原因を解明して処遇方針を立てるため
の法務省所管の施設である。

少年審判（しょうねんしんぱん）
非行少年（２０歳未満の男女）は、１４歳以上２０歳未満の刑罰

法令違反者（犯罪少年）、１４歳未満の刑罰法令違反者（触法
少年）及び将来刑罰法令に触れる行為をするおそれのある少
年（虞犯少年）とに分かれる。
すべての少年事件は一旦家庭裁判所に送られ（「家裁送致」）、

更生のための処遇が決定される。担当の裁判官は心理学、社
会学、教育学等の専門家である家庭裁判所調査官に命じ、少
年の非行の動機や背景、家庭の問題等について調査する。必
要であれば少年鑑別所における「観護措置」も実施される。
家庭裁判所は家庭裁判所調査官の調査や少年鑑別所の報告を
総合し「審判」によって少年の処分（保護処分）を決定する。

処遇指標（しょぐうしひょう）
受刑者の属性及び処遇の種類及び内容を示す指標。受刑者

は刑執行開始時に、医学、心理学、教育学等の専門的知識に
基づく処遇調査が行われ、処遇指標が指定される。

�矯正処遇の種類及び内容
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属性 符号
拘留受刑者 D
少年院への収容を必要とする１６歳未満の少年 Jt
精神上の疾病又は障がいを有するため医療を主と
して行う刑事施設等に収容する必要があると認め
られる者

M

身体上の疾病又は障がいを有するため医療を主と
して行う刑事施設等に収容する必要があると認め
られる者

P

女子 W
日本人と異なる処遇を必要とする外国人 F
禁錮受刑者 I
少年院への収容を必要としない少年 J
執行すべき刑期が１０年以上である者 L
可塑性に期待した矯正処遇を重点的に行うことが
相当と認められる２６歳未満の成人

Y

犯罪傾向の進度 符号
犯罪傾向が進んでいない者 A
犯罪傾向が進んでいる者 B

重大な他害行為�
（殺人、放火、強盗、強姦、強制わいせつ、�
傷害）�

本制度による処遇の終了�

不起訴� 検
察
官
申
立�

（
裁
判
官
、
精
神
保
健
審
判
員
）�

地
方
裁
判
所�

無罪等�

鑑定を行う�
医療機関�

医療観察法における�
入院医療及び通院医療は�
厚生労働大臣が行う�

検察官�

裁判所�

実刑判決�

刑務所� 不
処
遇�

入院医療の提供�
● 指定入院医療機関�

地域での支援�
● 指定通院医療機関�
● 保健所・精神保健�
　 福祉センター�
● 市町村・福祉事務所�
● 保護観察所�
● 障害福祉サービス�
　 事業者�

入院・�
再入院決定�

退院決定�

通
院
決
定�

入
院
決
定�

起訴� （心神喪失等�
　を認定）�

（心神喪失等�
　を認定）�

鑑定入院�

図５ 心神喪失者等医療観察法の流れ

�受刑者の属性

�犯罪の傾向

触法少年（しょくほうしょうねん）
実質的には罪をおかしているが、その行為の時１４歳未満で

あったため、刑法上、罪を犯したことにはならないとされて
いる者。

自立更生促進センター構想（じりつこうせいそくしんせん
たーこうそう）
この構想は、親族や民間の更生保護施設では受け入れ困難

な刑務所退所者等に対し、一時的な宿泊場所を提供するとと
もに、保護観察官が直接、濃密な指導監督と手厚い就労支援
を行うことにより、これらの者の改善更生を助け、再犯を防
止することを目的とする。
このうち、特定の問題性に応じた重点的・専門的な社会内

処遇を実施するものを「自立更生促進センター」、主として
農業等の職業訓練を行うものを「就業支援センター」と呼ん
でいる。
平成２２年３月１日現在、北海道沼田町の「沼田町就業支援

センター」（少年院仮退院者等の男子１２名の定員）、北九州市
の「北九州自立更生促進センター」（仮出所者の男子１４名の
定員）及び茨城県ひたちなか市の「茨城就業支援センター」
（仮出所者及び満期出所者等の男子１２名の定員）が運営を開
始している。

身上調査書（しんじょうちょうさしょ）
被収容者の犯罪や非行の概要や動機、共犯者の状況、被害

者の状況、生活歴、心身の状態等が記載された書類。受刑者
を新しく収容した時に、施設所在地の地方更生保護委員会等
に送付され、保護観察所の生活環境の調整に使用される。

心神喪失者等医療観察法（しんしんそうしつしゃとういりょ
うかんさつほう）
正式には「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者

の医療及び観察等に関する法律」。
刑法３９条では、善悪を判断して行動する能力がない（心神

喪失）者の行為は「罰しない」、あるいはその判断能力が著
しく欠けた者（心神耗弱）の者の行為は「刑を軽くする」と
定めている。心神喪失者等医療観察法は、殺人、放火、強盗
等の重大な他害行為を行い、心神喪失・心神耗弱を理由に無
罪や不起訴等になった者の社会復帰を促進するための処遇を
定めた法律。
処遇の要否や内容は裁判官と精神保健審判員（医師）の合

議体が審判を行い決定する。検察官の申立てがなされると、
対象者は鑑定その他医療的観察のために鑑定入院を命じられ
る。裁判所及び精神保健審判員は鑑定の結果や生活環境を踏
まえ、入院・通院・不処遇を決定する。
入院・通院中は厚生労働大臣が指定する指定医療機関で専

門的な治療を行う。入院期間は標準１８か月程度、通院期間は
原則３年。
裁判所は指定医療機関及び保護観察所の申立てに基づき、

対象者の退院、処遇終了、再入院等を決定する。処遇終了が
決定されると、同法による処遇が終了する。

審判（しんぱん）
家庭裁判所における少年の処分を決定する手続き。調査を

行い必要と認められた場合に開催が決定される。成人の裁判
に相当する。原則として単独の裁判官により非公開で行われ
る。審判では少年が保護を必要としているか（要保護性）が
中心に審査され、少年に対する処分（保護処分）が決定され
る。

生活環境の調整（せいかつかんきょうのちょうせい）
刑事施設や少年院等の矯正施設に収容されている者の社会

復帰が円滑に進められるよう、釈放後の生活環境を調整する
こと。保護観察所によって行われる。調整事項としては釈放
後の住居の確保、引受人の確保、改善更生を妨げるおそれの
ある生活環境からの離脱等の方策がある。調査内容は仮釈放
等の審理に活用される。

生活行動指針（せいかつこうどうししん）
保護観察における指導監督を適切に行うために保護観察所

の長が定めた生活や行動の指針。保護観察対象者は、生活行
動指針が定められたときは、これに即して生活し、及び行動



地
域
生
活
定
着
支
援
セ
ン
タ
ー
の
概
要

具
体
的
な
支
援
に
あ
た
っ
て

個
人
事
例

効
果
的
な
支
援
の
あ
り
方
に
つ
い
て

今
後
の
課
題

資
料
集

８２

するよう努めなければならない。特別遵守事項と異なり、違
反した場合でも直接不良措置に結び付かない。

接見（せっけん）
被疑者・被告人が弁護人又は家族・知人等と面会すること。

書類や物品の授受が認められている。しかし、逃亡または罪
証隠滅のおそれがある場合には、裁判官の決定によって、弁
護人以外の者の面会及び物品の授受を禁止される。

前科（ぜんか）
以前に有罪判決や刑罰を受けたこと。一定の前科がある者

が再び罪を犯した時は、前科のあることが刑の加重の要件と
されたり、執行猶予を付しえない要件となる。ただし２０歳未
満の少年時に犯した罪は前科とはならない。前科があること
によって各種の資格（権利）が制限されることがある。

送検（そうけん）
警察官が検察官に犯罪事件を申し送ること。検察官は捜査

を行い、証拠に基づいて犯罪の可否、処罰等を考慮して事件
を起訴するか不起訴にするかを決定する。逮捕後４８時間以内
に被疑者を捜査書類と共に送る「身柄送検」と、被疑者の逮
捕・勾留が必要ない等の理由により捜査書類のみを送付する
「書類送検」に分かれる。

措置入院（そちにゅういん）
精神保健福祉法２９条に定められている精神障がい者の入院

形態の一つ。
直ちに入院させなければ、「精神障害のために自身を傷つ

け、又は他人に害を及ぼすおそれがある」と、２名以上の精
神保健指定医の診察が一致した場合、都道府県知事または政
令指定都市市長の命令により、当該精神障がい者を指定病院
等に入院させることができる制度。

た行

逮捕（たいほ）
被疑者が逃走を企てたり証拠を隠滅しそうな場合に、その

身柄を拘束すること。逮捕した警察官は、逮捕後４８時間以内
に、被疑者の身柄を検察官に送検しなければならない。通常
逮捕、緊急逮捕、現行犯逮捕、準現行犯逮捕の４種類がある。

玉入れ（たまいれ）
歯ブラシの柄や消しゴム、シリコン等を球状にして、男性

陰茎部の皮に爪楊枝等で穴を開け、その部分に上記異物を入
れること。

断指（だんし）
指を切り落とすこと。反社会的集団との関与の度合いを示

す指標として、矯正施設関係の書類に記載されることがある。

地方更生保護委員会（ちほうこうせいほごいいんかい）
法務大臣の管理のもとに、仮釈放・仮出院の許可及び取り

消し、不定期刑の終了等についての権限を有する機関。保護
観察所の事務の監督にもあたる。北海道、東北、関東、中部、
近畿、中国、四国、九州に設置されている。

懲役（ちょうえき）
受刑者を刑事施設にとどめ一定期間刑務作業に服させる、

自由刑（施設に拘禁して自由を剥奪する刑罰）の一種。刑期
の定めがある「有期懲役」と、刑期の定めがない「無期懲役」
がある。

当番弁護士制度（とうばんべんごしせいど）
被疑者や家族等からの求めにより、初回無料で弁護士を派

遣する制度。一定以上の罪で起訴された被告については国選
弁護制度があるが、起訴前は自費で選任するしかなかったこ
とから、平成４年に日本弁護士連合会によって提唱・設置さ
れた。申出を受けると各地の弁護士会から派遣された当番弁
護士が接見し、権利の説明や助言を行う。初回以降の費用に
ついては日本弁護士連合会からの援助を受けることができる
場合もある。

特別遵守事項（とくべつじゅんしゅじこう）
個々の保護観察対象者ごとに定められる遵守事項。一般遵

守事項・特別遵守事項に違反した場合は仮釈放取消等の「不
良措置」がとられる。

特別調整（とくべつちょうせい）
刑務所や少年院に入っている者のうち、帰る場所がなく、

かつ高齢や障がいといった問題を抱える者について、退所後
に福祉的な支援を受けることが出来るよう、各関係機関が連
携して特別の手続により社会復帰のための調整を行い、その
再犯を防ごうとするもの。

特別調整対象者（とくべつちょうせいたいしょうしゃ）
→ｐ５参照

特別法犯（とくべつほうはん）
→「刑法犯」（ｐ７８）参照

特化ユニット（とっかゆにっと）
社会復帰促進センターに設置された精神又は身体に障がい

を有する受刑者を収容する区域。認知行動療法、SST（社会
生活技能訓練）、作業療法（農園芸・陶芸）等の専門的なプ
ログラムを受けさせることで、社会適応力や身体機能を向上
させ、改善更生の意欲を喚起するとともに、円滑な社会復帰
を促すことを目的としている。

な行

入所度数（にゅうしょどすう）
刑事施設への入所回数を示す数値。

任意保護（にんいほご）
保護観察所の委託ではなく本人からの申出に基づき、更生

保護施設が任意で保護を必要とする者を収容すること。保護
観察期間、更生緊急保護の期間が過ぎた者等があてはまる。
委託費は支給されない。

認知件数（にんちけんすう）
警察において被害の届出もしくは告訴・告発に基づき、事
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図６ 認知件数、検挙件数の範囲

件の発生を確認した件数。実際に発生した犯罪・非行との間
には差（暗数）が生じる。

認知行動療法（にんちこうどうりょうほう）
クライエントの感情、思考パターン（認知）、行動が相互

に影響を及ぼすという考え方に基づき、不適切な思考パター
ンや行動を変容させることで、治療ターゲットとなる行動（例
えば犯罪行動）や感情（例えばうつや怒り）を低減させよう
とする治療法。

は行

罰金（ばっきん）
財産刑（財産の剥奪を内容とする刑罰）の一種。金額は１

万円以上。罰金を完納することが出来ない者は労役場に留置
され労役を行う。

犯罪少年（はんざいしょうねん）
罪を犯した１４歳以上２０歳未満の者。

引受人（ひきうけにん）
少年院・刑務所入所者について、退所（退院）後、身柄を

引き受ける人のこと。本人と生活を共にする等して、退所（退
院）後の本人の改善更生に協力する者をいう。

被疑者（ひぎしゃ）
犯罪の嫌疑を受け、捜査機関による捜査の対象とされてい

るが、まだ検察官によって起訴されていない者。「容疑者」
は俗称。

被疑者国選弁護制度（ひぎしゃこくせんべんごせいど）
国民に公正な裁判を受ける権利を保障するため、被疑者に

資力がない場合に勾留時から国費で弁護人を付けることがで
きる制度。平成２１年５月からは、窃盗等の法定刑の上限が３
年を超える容疑で逮捕された被疑者についても、国選弁護を
依頼できるようになった。

非行名（ひこうめい）
→「罪名」（ｐ７９）参照

被告人（ひこくにん）
起訴されたが、その裁判が確定していない者。刑事裁判で

は「被告人」が使われる。なお、民事・行政裁判では訴えを
起こされた側を「被告」、訴えた側を「原告」という。

微罪処分（びざいしょぶん）
処分の必要がないと検察官に指定された軽微な犯罪につい

て、被疑者を送検せず、警察段階で刑事手続きを終了させる
こと。

不起訴（ふきそ）
ある事件において検察官が裁判所に起訴をせず刑事手続き

を終了させること。�起訴する条件が欠けている場合、�法
律上罪とならない場合、�事件が罪とならぬか、罪となる条
件が不十分な場合、�刑が免責されている場合、�起訴する
条件があるものの、起訴・処罰の必要性がない場合（起訴猶
予）になされる。

婦人補導院（ふじんほどういん）
売春防止法に定める売春勧誘等の罪を犯して補導処分に付

された成人女子を収容する国立の施設。職業補導を主とし、
更生の妨げとなる心身の障がいに対する医療を行い、自立更
生をめざす。収容期間は６か月。東京に１か所設置されてい
る（平成２１年４月現在）。

不定期刑（ふていきけい）
刑期を定めず、その執行状況に応じて刑期を満了させるも

の。わが国では刑事処分の対象となった少年に、懲役や禁錮
という処罰を科す場合にのみ採用されている。具体的には刑
期の上限と下限のみを決めて宣告し、受刑者の改善具合をみ
て決定するもので、少年の教育的保護を目的としている少年
法の精神に基づき採用されている。

不良措置（ふりょうそち）
→「一般遵守事項」（ｐ７６）参照

文身（ぶんしん）
入れ墨、または入れ墨を入れること。

法定期間の末日（ほうていきかんのまつじつ）
仮釈放の要件となる期間が経過する日。具体的には以下の

日をさす。
有期刑：執行すべき刑期の３分の１の期間を経過する日
無期刑：１０年を経過する日
少年の時裁判の言渡しを受けた者の特例：
不定期刑：短期の３分の１の期間を経過する日
１０年以上の有期刑：３年を経過する日
無期刑：７年を経過する日

ただし、少年法の規定により犯罪を行ったとき１８
歳未満であったため死刑から無期刑に緩和された
者については、１０年を経過する日

法定（通算）（ほうてい（つうさん））
未決通算の一つ。法律上必ず行わなければならない未決通

算で、刑事訴訟法により、判決言渡し後から上訴の提起期間
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号種 保護観察対象者 保護観察期間
１号観察 家庭裁判所で保護観察に付

された少年
２０歳まで又は２年
間

２号観察 少年院からの仮退院を許さ
れた少年

原則として２０歳に
達するまで

３号観察 刑事施設からの仮釈放を許
された人

残刑期間

４号観察 裁判所で刑の執行を猶予さ
れ保護観察に付された人

執行猶予の期間

５号観察 婦人補導院からの仮退院を
許された人

補導処分の残期間

中の未決勾留の日数等、通算すべき日数が定められている。

保護カード（ほごかーど）
→ｐ４参照

保護観察（ほごかんさつ）
犯罪者や少年の改善更生と社会復帰を目的として、社会の

中でふつうの生活を営ませつつ、遵守事項を守るよう指導・
監督し、必要な補導・援護を行うこと。
保護観察は「指導監督」と「補導援護」の実施形態で行わ

れる。「指導監督」は面接等により保護観察に付されている
者の行状の把握と共に、所定の遵守事項を守るように指導を
行う。「補導援護」は更生に必要な教養、医療、保養、宿泊、
宿所、職業等を得るように援助し、家庭環境調整のためのア
ドバイスを行う。

保護観察官（ほごかんさつかん）
保護観察所に配置されている、心理学、教育学、社会学、

その他の更生保護に関する専門的知識に基づいて、更生保護
及び犯罪予防に関する事務に当たる国家公務員。

保護観察所（ほごかんさつしょ）
法務大臣のもとに各地方裁判所の所在地ごとに設置される

機関。保護観察の実施のほかに、犯罪予防のための世論の啓
発指導、地方住民の活動の助長等を行う。保護観察官が置か
れ、保護司の協力を得て活動する。全国に５３か所設置されて
いる（平成２１年４月現在）。

保護司（ほごし）
犯罪や非行をした人の立ち直りを地域で支えるボランティ

ア。法務大臣から委嘱を受け、非常勤の国家公務員とされて
いるが、給与は支給されない。保護観察官と協働して、保護
観察、刑事施設や少年院に入っている人の帰住先の生活環境
の調整を行うほか、関係機関団体と連携して犯罪予防活動を
行っている。全国で約４９，０００人が委嘱されている。

保護上移送（ほごじょういそう）
収容されている刑事施設が本人の帰住地から遠隔であり、

身体または精神に障がいがある等の理由で、本人が独力で帰
住することが困難であると認められる場合等に釈放前に本人
の帰住地の近隣の刑事施設へ移送すること。

保護処分（ほごしょぶん）
家庭裁判所が非行少年に対して行う少年法上の処分。
少年法においては、少年は成人と比べると人格的に発展途

上にあるため、改善更生の可能性（可塑性）を有しているこ
と、また環境からの影響を大きく受けるため、本人の責任に
帰すべきものが小さいことから、犯罪の事実に対する刑罰よ
りも、少年の成長発達に対する援助が重視されている（保護
主義）。「保護処分」とは、このような観点から行われる、少
年の非行性を除去し、犯罪の危険性から少年を保護すること
を目的とした、福祉的・教育的な措置処分であり、刑罰では
ない。保護観察、少年院送致、児童自立支援施設等送致の３
種類がある。なお場合によっては成年と同じ様に刑事処分を
受ける場合がある。

保釈（ほしゃく）
退所後の住居の制限等の条件の下に、勾留中の被告人の身

柄を釈放すること。被告人にのみ行われ、起訴する前の被疑
者段階では認められていない。保釈時には一定額の保釈保証
金を納付し、理由なく裁判所の出頭に応じない場合や付され
た条件を守らなかった場合には没取される。

補導委託（ほどういたく）
→「試験観察」（ｐ７９）参照

補導援護（ほどうえんご）
→「保護観察」（ｐ８４）参照

補導処分（ほどうしょぶん）
成人売春者に対する更生のための処分。刑が執行猶予に

なった場合に限り、婦人補導院に収容し更生に必要な指導が
行われる。

ま行

満期釈放（まんきしゃくほう）
拘禁すべき期間の満了により身柄の拘束を解く処分。主に、

懲役刑・禁錮刑の刑期終了により釈放される場合を指す。受
刑者の場合、刑期満了日の翌日の午前中に釈放すべきとされ
ている。

未決拘禁者（みけつこうきんしゃ）
逮捕され、裁判が確定するまでの間、逃亡や証拠隠滅のお

それがあるとして、身体を拘束されている被疑者・被告人の
こと。拘置所や警察署内の留置施設等に収容される。

未決通算（みけつつうさん）
勾留によって拘禁された日数を刑に算入すること、又は算

入される日数をいう。算入された日数について、刑期から控
除される。「法定通算」と「裁定通算」がある。

民事裁判（みんじさいばん）
私人（法人も含む）の間に生じた紛争を裁判によって法律

的に解決するための手続き。
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無期刑（むきけい）
刑期を定めずに刑事施設に拘禁する刑罰。無期懲役と無期

禁錮がある。無期懲役・無期禁錮いずれの受刑者も、執行刑
期１０年経過後に本人の改悛の状がある時に、仮釈放が認めら
れる。

や行

有印私文書偽造（同行使）（ゆういんしぶんしょぎぞう（ど
うこうし））
他人の印鑑や署名を使って文書を偽造し、カードや通帳を

作る等して金品を騙し取る犯罪。交通違反等で他人の名前を
申告しても同罪に当たる。

ら行

略式手続き（りゃくしきてつづき）
５０万円以下の罰金または科料にあたる罪について、簡易裁
判所が公判を開くことなく刑事手続きを行う簡略化された裁
判の手続き。

留置施設（りゅうちしせつ）
都道府県の警察署内に設置され、警察に逮捕された被疑者

を収容する施設。勾留された者についても収容される場合が
ある。留置場、留置所ともいう。

累犯（るいはん）
犯罪を反復累行すること。刑法上、懲役に処せられた者が、

その刑の執行を終わり、又は執行を免除された日から５年以
内の再犯に対し、刑の加重をすることとしている。入所度数
では「累○入」と記載される。

労役場（ろうえきじょう）
罰金または科料を完納することが出来ない者を留置して労

役を課す場所。刑事施設に附置される。

わ行

英数字

BBS（Big Brothers and Sisters Movement）会
非行少年に対して「兄」や「姉」の立場に立って、非行防

止・健全育成を援助する青年ボランティア団体。全国に約４９５
の地区会があり、約４，３００人の会員がいる（平成２１年４月現
在）。

CAPAS（Correctional Association Psychological
Assessment Series）能力検査
成人受刑者の作業能力や学力を測定するために財団法人矯

正協会によって開発された検査。検査は集団で実施される主
に作業適正や思考判断能力を測定する能力検査�と、個別に
実施される基礎学力を測定する能力検査�に分かれる。刑事
施設に入所した者の処置を決定する際に CAPAS能力検査の
結果が参考にされる。知能指数との比較では、「IQ相当値」が

使用される。

PFI（Private Finance Initiative）刑務所
PFIとは、民間の資金と経営能力・技術力（ノウハウ）を

活用し、公共施設等の建築、維持管理、運営等を行う公共事
業の手法。矯正事業では、「美祢社会復帰促進センター（山
口県）」、「島根あさひ社会復帰促進センター（島根県）」、「播
磨社会復帰促進センター（兵庫県）」、「喜連川社会復帰促進
センター（栃木県）」が PFI事業を用いて運営されている（平
成２１年４月現在）。

SST（Social Skill Training：社会生活技能訓練）
障がい者を生活者として捉え、個人の持ち味や長所に焦点

をあて、本人自身がストレス状況に対処できる技能を身に付
けるための体系的・構造的プログラム。本人のストレス状況
を再現し、それを支援者と共に検証。検証した結果、本人が
ストレス状況を解決するためにできる行動をロールプレイに
て訓練する。

１号観察
→「保護観察」（ｐ８４）参照

２号観察
→「保護観察」（ｐ８４）参照

２６条通報
精神保健福祉法２６条に定められた、精神障がい者又はその

疑いのある者を収容あるいは退所（退院）させようとする時
に、矯正施設長が本人の帰住地、釈放・退所年月日等を都道
府県知事に通報させるように定めたもの。
都道府県知事等は通報に基づき調査の上、必要があると認

める時は、精神保健指定医に診察させ、自傷他害のため指定
病院等に強制入院が必要であると認めた時は、措置入院を行
うことができる。

３号観察
→「保護観察」（ｐ８４）参照

４号観察
→「保護観察」（ｐ８４）参照



地域生活定着支援事業実施要領

１ 目的

本事業は、高齢であり、又は障害を有するため、福祉的な支援を必要とする刑務所等
（以下、刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院を指す。）出所（少年院については出院。
以下同じ。）予定者について、本人が刑務所等入所中から出所後直ちに福祉サービス等
（障害者手帳の発給、社会福祉施設への入所など）につなげるための準備を、各都道府
県の保護観察所と協働して進める地域生活定着支援センター（以下「センター」という。）
を都道府県に設置することにより、司法と福祉が連携して、刑務所出所者等の社会復帰
を支援し、再犯防止対策に資することを目的とする。

２ 実施主体

実施主体は、都道府県とする。
ただし、事業に必要な設備を整え、適切な運営が確保できると認められる民間団体等
（社会福祉法人、ＮＰＯ法人等）に、事業の全部又は一部を委託することができる。

３ 事業内容

事業の内容は、次に掲げるものとする。
� センターの設置
ア 設置か所数
センターは、保護観察所、刑務所等所在地を配慮し、都道府県に各１か所とする。

イ 名称
センターの名称は、「地域生活定着支援センター」とする。
なお、やむを得ず他の名称を使う場合については、その名称の中に「地域生活定
着支援センター」の文字を含むこととする。

� センターの事業内容
センターは、各都道府県の保護観察所と連携して、�出所後に必要な福祉サービス
等ニーズの把握、帰住予定地のセンターとの連絡等の事前調整を行う、刑務所等所在
地において果たす役割と、�出所予定者の福祉サービス等利用の受入調整を行う帰住
予定地において果たす役割の２つの役割を併せ持つものとし、次の事業を行う。
ア 保護観察所からの依頼を受けて、保護観察所と共に刑務所等内で対象者と面接し、
出所後に必要となる福祉サービス等の聞き取りを行う。
イ 帰住予定地が対象者の刑務所等と同一の都道府県内である場合は、必要となる福
祉サービス等（※）の申請の事前準備を支援するとともに、地域における福祉のネッ
トワークと連携し、グループホーム、ケアホームや社会福祉施設など出所後の受入
先を探す。
なお、他の都道府県のセンターから当該都道府県内に帰住予定の対象者がいる旨
の連絡が入った場合も同様とする。
ウ 帰住予定地が他の都道府県である場合は、当該地の都道府県のセンターに連絡し、
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対応を依頼する。
エ 保護観察所からの依頼に基づき、対象者が出所した後に円滑に福祉サービス等を
受けられるようにするための調整に関する計画（福祉サービス等調整計画）を作成
し、保護観察所に提出する。
オ センター、保護観察所、受入先となる関係機関等による連絡協議会等において、
情報交換、対象者の出所後の生活についての検討を行うなど、恒常的な連携が確保
できるよう努める。
カ 情報発信
センターは、本事業について、地域住民の理解が得られるよう普及啓発に努める。

（※）主な福祉サービス等
〔高齢者〕
老齢年金等、生活福祉資金、介護保険制度、医療保険制度 等
〔障害者〕
障害年金等、生活福祉資金、障害者手帳、障害保健福祉制度、医療保険制度 等

� 実施体制
ア 職員の配置
センターの職員は４名の配置を基本とし、社会福祉士、精神保健福祉士等の資格
を有する者又はこれらと同等に業務を行うことが可能であると認められる職員を１
名以上配置する。
イ センターの開所日
原則、週５日以上、１日８時間、週４０時間の開所を目安とする。

４ 対象者

� 高齢であり、又は障害を有するため、福祉的な支援を必要とする刑務所等出所予定
者。
� 入所中にセンターが相談に応じた刑務所等の出所者等で、センターが福祉的な支援
を必要とすると認めるもの。

５ 実施上の留意事項

秘密の保持（利用者の個人情報の取扱）
本事業の実施に携わる職員は、利用者のプライバシーの保持に十分配慮するとともに、
業務上知り得た個人情報は、業務目的以外で他に漏らしてはならないこと。特に利用者
の個人情報を入手する場合には、支援のために関係機関へ個人情報の提供がありうる旨
を説明した上で、利用者の了承を得ておくものとする。
また、利用者の同意が得られない場合等は、利用者と十分相談の上、情報を取り扱う
こと。
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地域生活定着支援センターの事業及び運営に関する指針

第１ 総則

１ 趣旨

本指針は、地域生活定着支援事業により各都道府県に設置される地域生活定着支援センター

（以下「センター」という。）の事業及び運営についての基本的事項を定め、もって、その円

滑な実施に資することを目的とする。

２ 用語の定義

本指針において使用する用語は、それぞれ当該各項に定めるところによる。

� 矯正施設 刑務所、少年刑務所、拘置所又は少年院をいう。

� 入所者等 懲役若しくは禁錮の刑の執行のため、刑務所、少年刑務所若しくは拘置所に入

所している者又は保護処分のため少年院に入院している者をいう。

� 帰住予定地 入所者等が矯正施設退所後に帰住することが予定されている特定の住居地を

いう。

� 生活環境調整 更生保護法第８２条の規定により保護観察所の長が行う入所者等の矯正施設

退所後の住居、就業先その他生活環境の調整をいう。

� 特別調整 生活環境調整のうち、高齢（おおむね６５歳以上）であり、又は障害を有する入

所者等であって、かつ、適当な帰住予定地が確保されていない者を対象として、特別の手続

に基づき、帰住予定地の確保その他必要な生活環境の整備を行うものをいう。

� 一般調整 生活環境調整のうち、特別調整以外のものをいう。

� 所在地保護観察所 特別調整対象者が入所している矯正施設の所在地を管轄する保護観察

所をいう。

� 所在地センター 上記矯正施設が所在する都道府県に置かれたセンターをいう。

	 帰住予定地保護観察所 所在地保護観察所の特別調整により帰住予定地が確保された後、

同帰住予定地の管轄庁として、同保護観察所に引き続き、当該入所者等の特別調整を行う保

護観察所をいう。


 帰住予定地センター 帰住予定地（特別調整対象者については、当該対象者が希望してい

る候補地も含む。）が所在する都道府県に置かれたセンターをいう。

� 福祉サービス等 公共の保健福祉に関する機関その他の機関による福祉、介護、医療、年

金その他の各種サービスをいう。

第２ センターの体制

１ 職員の配置

センターの職員（以下「職員」という。）は、原則として、４名とし、社会福祉士、精神保

健福祉士等の資格を有する者又はこれらと同等に業務を行うことが可能であると認められる者

を１名以上配置するものとする。

２ センターの長

センターを運営する者は、職員の中から１名をセンターの長として指名するものとする。セ
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ンターの長は、センターにおける業務を統括するほか、センターの運営及び業務の全般を円滑

かつ適正に行うために必要な関係機関等との連絡調整に当たるものとする。

３ 開所日等

センターの開所日は、原則として、週５日以上とする。開所時間は、一日当たり８時間、週

４０時間を目安とする。

４ 名称

センターの名称は、「地域生活定着支援センター」とする。やむを得ず他の名称を用いる場

合には、その名称の中に「地域生活定着支援センター」の文字を含むこととする。

第３ センターの事業

１ 事業の目的

センターの事業は、地域生活定着支援事業の趣旨にかんがみ、高齢であり、又は障害を有す

ることにより、矯正施設から退所した後、自立した生活を営むことが困難と認められる者に対

して、保護観察所と協働して、退所後直ちに福祉サービス等を利用できるようにするための支

援を行うことなどにより、その有する能力等に応じて、地域の中で自立した日常生活又は社会

生活を営むことを助け、もって、これらの者の福祉の増進を図ることを目的とする。

２ 事業の内容

センターは、次に掲げる業務を保護観察所、矯正施設、福祉関係機関、地方公共団体その他

の関係機関等と連携して行うものとする。

� 保護観察所からの依頼に基づき、入所者等を対象として、福祉サービス等に係るニーズの

内容の確認等を行い、受入れ先施設等のあっせん又は福祉サービス等に係る申請支援等を行

うこと（以下「コーディネート業務」という。）

� 上記のあっせんにより、矯正施設から退所した後、社会福祉施設等を利用している者に関

して、本人を受け入れた施設等に対して必要な助言を行うこと（以下「フォローアップ業務」

という。）

� 懲役若しくは禁錮の刑の執行を受け、又は保護処分を受けた後、矯正施設から退所した者

の福祉サービス等の利用に関して、本人又はその関係者からの相談に応じて、助言その他必

要な支援を行うこと（以下「相談支援業務」という。）

� その他上記の業務を円滑かつ効果的に実施するために必要な業務

３ 事業の一般原則

� 利用者に対しては、常に懇切で誠意ある態度で接するよう心がけ、その意思や主体性を最

大限に尊重するものとする。

� 利用者に対する支援は、本人の心身の状況、本人が過去に受けてきた福祉サービス等の内

容、福祉サービス等に係る本人のニーズ、活用できる社会資源の状況等を十分に踏まえて行

うものとする。

� 業務の遂行に当たっては、利用者の自立した日常生活の支援を効果的に行うため、その心

身又は家族の状況等に応じ、継続的かつ計画的に適切な福祉サービス等の利用が行われるよ

う配慮するものとする。

� 犯罪歴、非行歴等の情報は、その性質上、厳に慎重に取り扱わなければならないものであ
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ることにかんがみ、業務の遂行に当たっては、利用者及びその関係者のプライバシーの保持

に十分配慮するとともに、業務上知り得た個人情報を紛失し、又は業務に必要な範囲を超え

て他に漏らすことのないよう、万全の注意を払うものとする。また、他の機関等に利用者又

はその関係者の個人情報を提供する際には、個人情報保護に係る法令等に準拠した手続によ

り行うとともに、当該機関等との間で個人情報の保護に関する取り決めを交わすなど、適切

な措置を講じるものとする。

� 業務の遂行に当たっては、常に公正かつ中立的な姿勢を保つことを心がけるものとする。

第４ 業務の実施細目

１ 入所者等に係る支援

� 特別調整対象者に係る支援

ア コーディネート業務

（ア）所在地センターの長は、所在地保護観察所の長から、特別調整対象者に係る特別調

整協力等依頼書（別紙参考様式）を受理したときは、速やかに担当の職員（以下「担

当職員」という。）を指名の上、本人の意思、心身の状況、本人が過去に受けてきた

福祉サービス等の内容、本人に必要な福祉サービス等の内容を確認し、又は福祉サー

ビス等を受けるに当たっての問題点等を把握するため、担当職員をして、本人と面接

又は通信を行わせるものとする。

なお、本人に対する支援を円滑かつ効果的に行うため、特別調整協力等依頼書の記

載内容に関して特に確認すべき点がある場合には、所在地保護観察所の長に対して、

必要な情報の補足等を求めるものとする。

（イ）所在地センターの長は、上記（ア）により特別調整対象者に対する支援に必要な情

報を収集したときは、活用することが可能な社会資源の状況等を踏まえ、本人が矯正

施設から退所した後、円滑に福祉サービス等を利用できるようにするための調整に関

する計画（以下「福祉サービス等調整計画」という。）を作成し、それを福祉サービ

ス等調整計画通知書（別紙１）により所在地保護観察所の長に提出するものとする。

（ウ）所在地センターの長は、特別調整対象者に係る福祉サービス等調整計画を作成し、

それを所在地保護観察所の長に提出したときは、同保護観察所と協働して、本人に必

要と認められる福祉サービス等に係る申請の事前準備等を支援するとともに、併せて、

地域における福祉のネットワークと連携し、グループホーム、ケアホームその他社会

福祉施設等の本人の受入れ先施設等を確保するため、必要な調整を行うものとする。

本人が希望する住居地が他の都道府県にある場合には、支援業務協力依頼書（別紙２）

により、帰住予定地センターの長に対して、受入れ先施設等の確保その他必要な支援

についての対応を依頼するものとする。

（エ）帰住予定地センターの長は、上記（ウ）により所在地センターの長から支援業務協

力依頼書を受理したときは、速やかに担当職員を指名して、当該依頼に係る支援を行

い、その結果を支援業務協力結果通知書（別紙３）により同センターの長に通知する

ものとする。

（オ）所在地センターの長は、上記（ウ）の調整の経過、所在地保護観察所との協議等を
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踏まえ、必要があると認めるときは、福祉サービス等調整計画の見直しを行い、その

都度、見直した計画を福祉サービス等調整計画通知書により同保護観察所の長に提出

するものとする。

イ 受入れ先施設等確保後の手続

（ア）所在地センターの長は、上記アにより、特別調整対象者の受入れ先施設等が確保さ

れたときは、特別調整協力結果通知書（別紙４）により、所在地保護観察所の長に対

して、同受入れ先施設等の名称、住所及び利用が可能となる時期を通知するものとす

る。

（イ）上記アの（ウ）により、所在地センターが置かれた都道府県の圏域内に特別調整対

象者の受入れ先施設等が確保されたときは、所在地センターは、帰住予定地センター

として、本人に係る支援等を継続するものとする。

（ウ）上記アの（ウ）及び（エ）により、所在地センターが置かれた都道府県の圏域外に

特別調整対象者の受入れ先施設等が確保されたときは、所在地センターの長及び帰住

予定地センターの長は、互いに協議して、それぞれの業務の分担を定めるものとする。

（エ）所在地センターの長及び帰住予定地センターの長は、上記（ウ）により、互いの分

担を定めたときは、それぞれ、担当の職員を指名して、当該特別調整対象者に必要な

支援等の業務を行うものとする。

（オ）帰住予定地センターの長は、帰住予定地保護観察所の長から特別調整協力等依頼書

を受理したときは、適宜、当該依頼に係る業務を行うものとする。

ウ フォローアップ業務

（ア）上記アにより受入れ先施設等が確保された特別調整対象者が矯正施設から退所した

後、同受入れ先施設等の利用を開始したときは、帰住予定地センターとして当該特別

調整に係る支援を担当したセンターの長は、必要な期間、本人を受け入れた施設等に

対して、本人に対する処遇、本人の福祉サービス等の利用に関する助言等を行うもの

とする。

（イ）センターの長は、上記の業務を行うに当たり、当該利用者が保護観察中である場合

には、当該保護観察を実施している保護観察所の長と十分な連携を保つものとする。

� 一般調整対象者に係る支援

ア 帰住予定地センターの長は、高齢（おおむね６５歳以上）であり、又は障害を有する一般

調整対象者について、本人の帰住予定地を管轄する保護観察所の長から特別調整協力等依

頼書を受理したときは、上記（１）のアの（ア）から（ウ）まで及び同（オ）に準じて、

当該依頼に係る業務を行うものとする。

イ 帰住予定地センターの長は、一般調整対象者が入所している矯正施設が遠隔地にあり、

同センターの職員のみで上記アの業務を遂行することが困難と認められるときは、面接の

実施、福祉サービス等調整計画の原案の作成等について、当該矯正施設が所在する都道府

県に置かれたセンターの長に対し、支援業務協力依頼書により、依頼することができる。

ウ 上記イにより、一般調整対象者について、帰住予定地センターの長から依頼を受けたセ

ンターの長は、速やかに担当職員を指名して、当該依頼に係る支援を行い、その結果を支

援業務協力結果通知書により同センターの長に通知するものとする。

９１



２ 相談支援業務

� センターの長は、懲役若しくは禁錮の刑の執行を受け、又は保護処分を受けた後、矯正施

設を退所した者について、本人又はその家族、更生保護施設、地方公共団体、福祉事務所そ

の他の関係者から、本人の福祉サービス等の利用に関する相談を受けたときは、担当職員を

指名の上、本人と面接を行わせるなどして、本人のニーズ等を確認し、その意思を踏まえて、

助言その他必要な支援を行うものとする。

� センターの長は、上記の支援を行うに当たり、当該利用者が保護観察中である場合には、

当該保護観察を実施している保護観察所の長と十分な連携を保つものとする。

３ 関係機関等との連携

センターの長は、利用者に対する支援を円滑かつ効果的に実施するため、個々の利用者の事

例に対応した関係機関等からなる会議を開催し、保護観察所が主催する連絡協議会に出席する

など、平素から、福祉関係機関、保護観察所及び矯正施設等の関係機関等と連携を密に保つも

のとする。

第５ 管理及び運営

１ センターを運営する者は、次の各項に掲げる事業の運営についての運営規程を定めておくも

のとする。

� 事業の目的及び運営の方針

� 職員の職種、員数及び職務の内容

� 開所日及び執務時間

� 事業に係る個人情報の取扱い

� その他運営に関する重要事項

２ センターを運営する者は、職員に対し、その身分を証する書類を発行し、職員がその業務を

行うときは、職員に同身分証を携行させ、必要に応じて、関係機関の職員等に対して、これを

提示させるものとする。

３ センターを運営する者は、職員の資質の向上のため、保護観察所、矯正施設及び福祉関係機

関等、関係する機関の協力を求め、必要に応じて、職員に対する研修を行うものとする。

４ センターを運営する者は、事業を行うために必要な広さの区画、設備及び備品等を配備する

ものとする。

５ センターを運営する者は、職員の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行い、セ

ンターの設備及び備品等について、衛生的な管理に努めるものとする。

６ センターを運営する者は、利用者又はその親族等からの苦情に迅速かつ適切に対応するため

に、苦情を受け付けるための窓口を設置するなどの必要な措置を講じるものとする。

７ センターを運営する者は、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備し、各会計年度

終了後５年間保存するものとする。

８ センターを運営する者は、利用者に対する支援業務に関する記録を利用者ごとに整備し、当

該支援業務を終了した日から５年間保存するものとする。
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（厚生労働省社会・援護局 総務課）

特 別 調 整 協 力 等 依 頼 書
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（厚生労働省社会・援護局 総務課）

福 祉 サ ー ビ ス 等 調 整 計 画 通 知 書
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（厚生労働省社会・援護局 総務課）

支 援 業 務 協 力 依 頼 書
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（厚生労働省社会・援護局 総務課）

支 援 業 務 協 力 結 果 通 知 書
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（厚生労働省社会・援護局 総務課）

特 別 調 整 協 力 結 果 通 知 書
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フェイスシート（アセスメント）
作成日 平成 年 月 日

記入者 （所属 ）

（参考資料）

�プロフィール

氏 名

（ふりがな） 性 別
生年月日
（年齢）

年 月 日 （満 歳）
男 ・ 女

本 籍

住民票
所在地

〒 連絡先
（電話番号等）

帰住予定
（希望）地

〒 帰住予定の
根拠（理由）

家

族

構

成

氏 名 続柄 生年月日 職 業 現 住 所 同居別

同・別

同・別

同・別

同・別

同・別

同・別

同・別

家
庭
状
況

家族の理解度
協力度

家庭の
経済状況

家庭の特殊事情
（障がいの有無等）

その他

身元引受人
後見人

氏 名 本人との続柄

現住所
〒

連絡先
その他

電話番号：

その他の支援者
援助者
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罪 名
（非行名）

刑名

刑期

矯正
施設名

担当（窓口）

職員名

矯正施設
入所日

刑期
終了日

入所度数

犯
罪
の
概
要
及
び
動
機
・
原
因
（
生
活
状
況
）

犯罪性の
特徴

共犯者の
有無

状 況

再犯の
状況

前 科

過
去
の
非
行
・
犯
行
歴

反社会的
集団との
関係

�犯罪の状況
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�障がい・要介護の状態

要
介
護
の
状
態

介護保険の認定 有 ・ 無

知
的
障
が
い

ＩＱ 判定方法
判定日 年 月

要支援・
要介護認定
介護度 （期間 年 月 日～ 年 月 日）

ＩＱ相当値（CAPAS）
判定日 年 月

要介護の状況

療育手帳 有・無 判定等級
（次回 年 月）

障害程度区分
の認定 （期間 年 月 日～ 年 月 日）

身
体
障
が
い

障がいの部位

障がいの状況・程度
精
神
障
が
い

精神障がいの診断名

障がいの状況・程度

身体障害者
手帳

有 ・ 無 判定等級
精神障害者
保健福祉手帳

有 ・ 無 判定等級
（次回 年 月）

その他の障がい等

※自閉症、広汎性発達障がい、ダウン症候群、てんかん、認知傾向、その他

年
金

有 ・ 無 年金の種類
年金の等級
支給額 等

生活保護 有 ・ 無
種類及び
支給額 等

その他の
福祉サービスの
利用状況

援護の実施

市町村

�福祉サービスの利用状況

※障がいが重複する場合は、該当するものをすべて記入する 地
域
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活
定
着
支
援
セ
ン
タ
ー
の
概
要

具
体
的
な
支
援
に
あ
た
っ
て

個
人
事
例

効
果
的
な
支
援
の
あ
り
方
に
つ
い
て

今
後
の
課
題

資
料
集

１００



�医療状況

身 長 � 体 重 �

視 覚

裸眼視力 矯正視力

右 （ ）

左 （ ）

血液型

聴 覚

てんかん
有
・
無

（種類）
（発作の状況）
（頻度）

喘 息
有
・
無

（状況）

口腔状態

虫歯（ 有 ・ 無 ）入れ歯（ 有 ・ 無 ）

（状況）

皮膚疾患
有
・
無

（状況）
食品・薬品
に対しての
アレルギー

有
・
無

（状況）

現
在
、
治
療
中
の
疾
病

疾 病 名 病院名（通院状況） 投薬・治療の状況 備 考

既
往
歴
・
主
な
病
歴

年 月 疾 病 名 症状・治療歴 病 院 名

※医療面で、特に留意すべき点

１０１



�日常生活状況

食 事

（自立・要確認・要介助） ※摂取量（拒食・普通・過食） 偏食 特別食の必要性 など

排 泄

（自立・要確認・要介助） ※失禁・夜尿の有無 程度 便秘・下痢の体質 など

睡 眠

（自立・要確認・要介助） ※睡眠の安定度 睡眠が浅い・寝つきが悪い など

入 浴

（自立・要確認・要介助） ※体洗い・洗髪の自立度 入浴の習慣 など

洗面

歯磨き

（自立・要確認・要介助） ※歯磨きの自立度 洗面の習慣 など

洗 濯

（自立・要確認・要介助） ※洗濯の自立度 洗濯の習慣 など

脱着衣

（自立・要確認・要介助） ※脱着衣の自立度 TPOに応じた服装 など

身辺整理

（自立・要確認・要介助） ※整理整頓 清潔感 身だしなみ など

※日常生活の中で、特に留意すべき点

※（ ）内の当てはまるものに○を付ける 地
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�社会性

意思伝達

（自立・要確認・要介助） ※会話の能力 相談能力 意思を伝えようとするか など

言語能力

（読み）

（書き）

危険物の
理解度

（自立・要確認・要介助） ※火気類・刃物類・薬物類の危険の理解度 危険察知能力 など

金銭感覚
金銭管理

（自立・要確認・要介助） ※金銭価値の理解度 管理能力 計画性の有無 など

買い物

（自立・要確認・要介助） ※買い物を一人でどの程度できるか 節約型か浪費型か など

交通機関
の利用

（自立・要確認・要介助） ※交通機関を一人でどの程度まで利用ができるか

飲 酒

※飲酒習慣の有無・程度 アルコールの種類 など（過去の状況も含めて）

喫 煙

※喫煙習慣の有無・程度 など（過去の状況も含めて）

薬物依存

※依存性・習慣性の有無・程度 薬物の種類 など（過去の状況も含めて）

ギャンブル
依 存

※依存性・習慣性の有無・程度 ギャンブルの種類 など（過去の状況も含めて）

趣味

特技

※社会性の中で、特に留意すべき点

※（ ）内の当てはまるものに○を付ける
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�性格・行動の特徴

性

格

（長所） （短所）

情緒の安定
気分の変容
興 奮

忍耐力
気分のむら
集中力

協調性
思いやり

依存心

集団生活

対人関係

※集団のルール 役割・当番等の意識 対人トラブル 交友関係 など

職業観

※職業意識 職業意欲 就労の希望 希望の職種 適性 など

性的モラル

※異性への関心度 性の抑制度 性的問題行動 特異な性癖 など

反社会的
行 動

※暴言 暴力 盗癖 放火癖 放浪癖 など

固執性
（こだわり）
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�学歴・施設利用歴・職歴・生活歴

学

歴

・

施
設
利
用
歴

・

職

歴

年・月～年・月 学校名・施設名・職場名 状 況 ・ 特 記 事 項

・ ～ ・

・ ～ ・

・ ～ ・

・ ～ ・

・ ～ ・

・ ～ ・

・ ～ ・

・ ～ ・

・ ～ ・

・ ～ ・

※幼児期～学齢期～青年期～現在までの生活の状況 結婚歴 など

生
活
歴
・
結
婚
歴
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�将来の生活設計

本人の意向

就労・日中活動面

生 活 面

利用希望の
福祉サービス

資格取得の要望等

その他の意向

本
人
の
意
向
に
向
け
た
課
題
整
理

就労・日中活動面

生 活 面

そ の 他

※その他、本人の状態を示す資料があれば添付してください。
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移 行 計 画 書（導入期）

＜移行までのプラン＞

地域生活定着支援センター（作成者： ）

（参考資料）

利 用 者 氏 名：

更生保護施設名：

○矯正施設退所日
（仮出所・仮退院となった日） ： 平成 年 月 日

○更生保護施設 入所日 ： 平成 年 月 日

＜仮出所・仮退院＞
○刑 期 終 了 日 ： 平成 年 月 日
○更生緊急保護 開始日 ： 平成 年 月 日

＜満期出所等＞
○更生緊急保護 終了日 ： 平成 年 月 日

福祉申請

利用サービス

医 療

移行先の調整

特 記
（移行時期等）

（更生保護施設用）

平成 年 月 日
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地域生活定着支援センター

センター長

個人情報の取扱ガイドラインに関する合意書

地域生活定着支援センターでの支援業務に当たり、支援対象者の個人情報については、その取扱（管
理・保管・外部提供）が適切に行なわれるよう、下記の通りの「取扱ガイドライン」を定めて、

地域生活定着支援センター長（以下「甲」という）は、

（以下「乙」という）と
下記の通り合意し、これを誠実に履行するものとする。

記

１．対象者の個人情報は、その支援業務に関わる担当者に限り閲覧可能とすること。
２．個人情報を電子情報の形にした場合は、ファイルにパスワードを設定し、関係者以外の者が閲覧で
きないようにすること。

３．個人情報の電子情報を入力した保存機器（USBメモリー、CD、HD等）は、その支援業務に関わ
る担当者以外は使用しないようにすること。

４．個人情報を入力した保存機器をパソコン等で使用する際は、インターネットに接続した状態では使
用せず、コンピューターウイルスによる情報流出の防止措置を講じること。

５．個人情報を紙媒体にする場合は、むやみに複写をとらず、関係者以外には閲覧させないこと。
６．個人情報の記載されたファイル、保存機器（USBメモリー、CD、HD等）は、内部が見えないキャ
ビネット等に施錠のうえ保管すること。

７．支援業務に際し、個人情報を他の福祉機関等へ提供する必要がある場合は、支援対象者本人とその
旨の同意書を事前に作成し、本人の同意を得たうえで行なうこと。

８．個人情報を他の福祉機関等へ提供する必要がある場合は、目的の最小限の範囲内とし、関係者以外
に漏れることがないよう、細心の注意を払うこと。

９．個人情報を他の福祉機関等へ提供する必要がある場合は、電子メールや FAXでの提供は行なわず、
郵送もしくは直接、担当者に手渡しをすること。

１０．事業管理者は、本要領、及び事業所で定める個人情報の取扱の規定について、関係者に周知徹底を
図ること。

この合意の成立を証するため、本書２通を作成し、各当事者押印のうえ、各自１通を所有する。

平成 年 月 日

甲 �

乙 �

（参考資料）
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意 見 書
（地域生活移行個別支援特別加算）

地域生活定着支援センター

センター長 �

（参考資料）

利用者氏名

（ふりがな） 性別

生年
月日

年 月 日

（満 歳）

矯正施設
または

更生保護施設
等

刑期

地域生活定着
支援センター
関与の状況

利用する
福祉事業所

事業所
所在地

備考

平成 年 月 日
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ふく し り よう かん こ じん じょう ほう し よう どう い しょ

福祉サービス利用に関する個人情報使用同意書

わたし り ようしゃ およ か ぞく こ じんじょうほう つぎ き さい

私（利用者）及びその家族の個人情報については、次に記載するところによ
ひつよう はん い ない し よう どう い

り必要な範囲内で使用することに同意します。

記

し よう もくてき

１ 使用する目的
り ようしゃ ふく し とう えんかつ り よう かくふく し かんけい き かん じょうほう

利用者が、福祉サービス等を円滑に利用するために各福祉関係機関への情報
ていきょう ひつよう ば あい

提供が必要な場合

し よう じょうけん

２ 使用にあたっての条件
こ じんじょうほう ていきょう き さい もくてき はん い ない じょうほうていきょう さい

� 個人情報の提供は、１に記載する目的の範囲内とし、情報提供の際に
かんけいしゃ い がい けっ も さいしん ちゅう い はら

は関係者以外には決して漏れることのないよう細心の注意を払うこと。
じ ぎょうしゃ こ じんじょうほう し よう かい ぎ あい て かた ないようとう き ろく

� 事業者は、個人情報を使用した会議、相手方、内容等について記録し

ておくこと。

こ じんじょうほう ないよう れい じ

３ 個人情報の内容（例示）
し めい じゅうしょ けんこうじょうたい びょうれき か ていじょうきょう はんざいれき せいいくれきとう じ ぎょうしゃ

・氏名、住所、健康状態、病歴、家庭状況、犯罪歴、生育歴等事業者が
り ようしゃ ふく し えんかつ さい さいていげんひつよう り ようしゃ か

利用者を福祉サービスへ円滑につなげる際に最低限必要な、利用者や家
ぞく こ じん かん じょうほう

族個人に関する情報

にんていちょう さ ひょう しゅ じ い い けんしょ しょうがいてい ど く ぶんにんていしん さ かい はんていけっ

・認定調査票、主治医意見書、障害程度区分認定審査会における判定結
か い けん にんていけっ か つう ち しょ

果の意見（認定結果通知書）

た じょうほう りょういく て ちょうとう しょ じ う む かくしゅねんきん う む とう

・その他の情報（療育手帳等の所持の有無、各種年金の有無等）

こ じんじょうほう り ようしゃ こ じんおよ か ぞく かん じょうほう とくてい

※「個人情報」とは、利用者個人及び家族に関する情報であって、特定の
こ じん しきべつ また しきべつ う

個人が識別され、又は識別され得るものをいいます。

（参考資料）
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し よう き かん

４ 使用する期間

へいせい ねん がつ にち へいせい ねん がつ にち

平成 年 月 日 ～ 平成 年 月 日

り ようしゃ ふく し ひつよう き かん

（利用者を福祉サービスへつなげるために必要な期間。）

へいせい ねん がつ にち

平成 年 月 日

ち いきせいかつていちゃく し えん さま

地域生活定着支援センター 様

わたし り ようしゃ じゅうしょ

私（利用者） 住所

し めい

氏名 印

じょう き だい り にん だい り にん せんてい ば あい じゅうしょ

上記代理人（代理人を選定した場合） 住所

し めい

氏名 印
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� 関連機関一覧

地域生活定着支援センター

施 設 名 〒 所 在 地 電話番号

岩手県地域生活定着支援センター ０２１‐００２４ 岩手県一関市幸町８‐６ ０１９１‐４８‐３２０１

宮城県地域生活定着支援センター ９８０‐８５７０ 宮城県仙台市青葉区本町３‐８‐１ ０２２‐２１１‐２５１６

山形県地域生活定着支援センター ９９０‐０８６１ 山形県山形市江俣１‐９‐２６ ０２３‐６２３‐９１２７

とちぎ地域生活定着支援センター ３２１‐０９６４ 栃木県宇都宮市駅前通り３‐４‐１３森下ビル３Ｆ ０２８‐６６６‐４６０３

静岡県地域生活定着支援センターひまわり ４１０‐０３１２ 静岡県沼津市原１４１８‐４８（社福）あしたか太陽の丘 ０５５‐９６８‐１１２０

岐阜県地域生活定着支援センター ５０１‐１１７３ 岐阜県岐阜市中２‐４７０県立寿楽苑内 ０５８‐２９３‐５１０２

滋賀県地域生活定着支援センター ５２３‐０８９３ 滋賀県近江八幡市桜宮町２３５ ０７４８‐３４‐３６５５

和歌山県地域生活定着支援センター「ま～る」 ６４０‐８４１１ 和歌山県和歌山市梶取２１‐８ ０７３‐４８８‐７７３４

山口県地域生活定着支援センター ７５３‐００７２ 山口県山口市大手町９‐６ ゆ～あいプラザ 山口県社会福祉協議会内 ０８３‐９２４‐２８２０

佐賀県地域生活定着支援センター ８４９‐０９３５ 佐賀県佐賀市八戸溝１‐１５‐３ ０９５２‐９７‐８１７１

長崎県地域生活定着支援センター ８５２‐８１０４ 長崎県長崎市茂里町３‐２４長崎県総合福祉センター３Ｆ ０９５‐８１３‐１３３２

矯正管区
（２０１０年３月３１日現在）

施 設 名 〒 所 在 地 電話番号

札幌矯正管区 ００７‐０８０１ 北海道札幌市東区東苗穂１条２‐５‐５ ０１１‐７８３‐３９１１

仙台矯正管区 ９８４‐０８２５ 宮城県仙台市若林区古城３‐２３‐１ ０２２‐２８６‐０１１１

東京矯正管区 ３３０‐９７２３ 埼玉県さいたま市中央区新都心２‐１ さいたま新都心合同庁舎２号館 ０４８‐６００‐１５００

名古屋矯正管区 ４６１‐００１１ 愛知県名古屋市東区白壁１‐１５‐１ 名古屋合同庁舎第３号館 ０５２‐９７１‐５９６１

大阪矯正管区 ５４０‐０００８ 大阪府大阪市中央区大手前４‐１‐６７大阪合同庁舎第２号館別館 ０６‐６９４１‐５７５１

広島矯正管区 ７３０‐００１２ 広島県広島市中区上八丁堀６‐３０広島合同庁舎４号館 ０８２‐２２３‐８１６１

高松矯正管区 ７６０‐００３３ 香川県高松市丸の内１‐１ 高松法務合同庁舎 ０８７‐８２２‐４４５５

福岡矯正管区 ８１３‐００３６ 福岡県福岡市東区若宮５‐３‐５３ ０９２‐６６１‐１１３７

刑務所・少年刑務所
Ａ：犯罪傾向の進んでいない者（初犯等）、Ｂ：犯罪傾向の進んでいる者（累犯／暴力団等）、Ｆ：日本人と異なる処遇が必要な外国人
Ｉ：禁錮刑受刑者、Ｊ：少年、Ｌ：刑期１０年以上、Ｙ：２６歳未満の成人、Ｍ：精神障がい者、Ｐ：身体障がい者、Ｗ：女子

施 設 名 処遇区分 〒 所 在 地 電話番号

北
海
道

札幌刑務所 B F M P ００７‐８６０１ 北海道札幌市東区東苗穂二条１‐５‐１ ０１１‐７８１‐２０１１

札幌刑務支所 W ００７‐８６０３ 北海道札幌市東区東苗穂二条１‐５‐２ ０１１‐７８４‐５２４１

旭川刑務所 LB B ０７１‐８１５３ 北海道旭川市東鷹栖３線２０‐６２０ ０１６６‐５７‐２５１１

帯広刑務所 B ０８９‐１１９２ 北海道帯広市別府町南１３‐３３ ０１５５‐４８‐７１１１

網走刑務所 B ０９３‐００８８ 北海道網走市三眺 ０１５２‐４３‐３１６７

釧路刑務支所 A ０８５‐０８３３ 北海道釧路市宮本２‐２‐５ ０１５４‐４１‐０２２１

月形刑務所 B ０６１‐０５９５ 北海道樺戸郡月形町１０１１ ０１２６‐５３‐３０６０

函館少年刑務所 I JA YA A ０４２‐８６３９ 北海道函館市金堀町６‐１１ ０１３８‐５１‐０１８５

東
北

青森刑務所 B ０３０‐０１１１ 青森県青森市荒川字藤戸８８ ０１７‐７３９‐２１０１

宮城刑務所 LB B M P ９８４‐８５２３ 宮城県仙台市若林区古城２‐３‐１ ０２２‐２８６‐３１１１

秋田刑務所 B ０１０‐０９４８ 秋田県秋田市川尻新川町１‐１ ０１８‐８６２‐６５８１

山形刑務所 I A LA ９９０‐２１６２ 山形県山形市あけぼの２‐１‐１ ０２３‐６８６‐２１１１

福島刑務所 B F ９６０‐８２５４ 福島県福島市南沢又字上原１ ０２４‐５５７‐２２２２

福島刑務支所 W WF ９６０‐８５３６ 福島県福島市南沢又字水門下６６ ０２４‐５５７‐３１１１

盛岡少年刑務所 JB YB B ０２０‐０１０２ 岩手県盛岡市上田字松屋敷１１‐１１ ０１９‐６６２‐９２２１

関東 水戸刑務所 B ３１２‐００３３ 茨城県ひたちなか市市毛８４７ ０２９‐２７２‐２４２４
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施 設 名 処遇区分 〒 所 在 地 電話番号

関
東

栃木刑務所 W WF WJ ３２８‐８５５０ 栃木県栃木市惣社町２４８４ ０２８２‐２７‐１８８５

黒羽刑務所 I A F ３２４‐０２９３ 栃木県大田原市寒井１４６６‐２ ０２８７‐５４‐１１９１

喜連川社会復帰促進センター A ３２９‐１４９３ 栃木県さくら市喜連川５５４７ ０２８‐６８６‐３１１１

前橋刑務所 B F ３７１‐０８０５ 群馬県前橋市南町１‐２３‐７ ０２７‐２２１‐４２４７

千葉刑務所 L A ２６４‐８５８５ 千葉県千葉市若葉区貝塚町１９２ ０４３‐２３１‐１１９１

市原刑務所 I YA A ２９０‐０２０４ 千葉県市原市磯ケ谷１１‐１ ０４３６‐３６‐２３５１

八王子医療刑務所 W A M P MW PW １９２‐０９０４ 東京都八王子市子安町３‐２６‐１ ０４２‐６２２‐６１８８

府中刑務所 B F M P LB １８３‐８５２３ 東京都府中市晴見町４‐１０ ０４２‐３６２‐３１０１

横浜刑務所 B F LB ２３３‐８５０１ 神奈川県横浜市港南区港南４‐２‐２ ０４５‐８４２‐０１６１

横須賀刑務支所 F A FJ ２３９‐０８２６ 神奈川県横須賀市長瀬３‐１２‐３ ０４６‐８４２‐４９７７

中
部

新潟刑務所 B F ９５０‐８７２１ 新潟県新潟市江南区山二ツ３８１‐４ ０２５‐２８６‐８２２１

甲府刑務所 B F I ４００‐００５６ 山梨県甲府市堀之内町５００ ０５５‐２４１‐８３１１

長野刑務所 A LA ３８２‐８６３３ 長野県須坂市馬場町１２００ ０２６‐２４５‐０９００

静岡刑務所 A F ４２０‐０８０１ 静岡県静岡市葵区東千代田３‐１‐１ ０５４‐２６１‐０１１７

川越少年刑務所 I JA YA A F FJ ３５０‐１１６２ 埼玉県川越市大字南大塚１５０８ ０４９‐２４２‐０２２２

松本少年刑務所 JB YB ３９０‐０８７１ 長野県松本市桐３‐９‐４ ０２６３‐３２‐３０９１

富山刑務所 B ９３９‐８２５１ 富山県富山市西荒屋２８５‐１ ０７６‐４２９‐３７４１

金沢刑務所 B F ９２０‐１１８２ 石川県金沢市田上町公１ ０７６‐２３１‐４２９１

福井刑務所 A ９１８‐８１０１ 福井県福井市一本木町５２ ０７７６‐３６‐３２２０

岐阜刑務所 LB B ５０１‐１１８３ 岐阜県岐阜市則松１‐３４‐１ ０５８‐２３９‐９８２１

笠松刑務所 W ５０１‐６０９５ 岐阜県羽島郡笠松町中川町２３ ０５８‐３８７‐２１７５

岡崎医療刑務所 M A ４４４‐０８２３ 愛知県岡崎市上地４‐２４‐１６ ０５６４‐５１‐９６２９

名古屋刑務所 B F M P LB ４７０‐０２０８ 愛知県西加茂郡三好町ひばりヶ丘１‐１ ０５６１‐３６‐２２５１

近
畿

三重刑務所 A ５１４‐０８３７ 三重県津市修成町１６‐１ ０５９‐２２８‐２１６１

滋賀刑務所 A ５２０‐８６６６ 滋賀県大津市大平１‐１‐１ ０７７‐５３７‐３２７１

京都刑務所 B F LB ６０７‐８１４４ 京都府京都市山科区東野井ノ上町２０ ０７５‐５８１‐２１７１

大阪刑務所 B F LB ５９０‐００１４ 大阪府堺市堺区田出井町６‐１ ０７２‐２３８‐８２６１

大阪医療刑務所 M P W A MW PW ５９０‐００１４ 大阪府堺市堺区田出井町８‐８０ ０７２‐２２８‐０１４５

神戸刑務所 B F LB ６７４‐００６１ 兵庫県明石市大久保町森田１２０ ０７８‐９３６‐０９１１

加古川刑務所 I YA A ６７５‐００６１ 兵庫県加古川市加古川町大野１５３０ ０７９‐４２４‐３４４１

播磨社会復帰促進センター A ６７５‐１２９７ 兵庫県加古川市八幡町宗佐５４４ ０７９‐４３０‐５５０３

和歌山刑務所 W WF WJ ６４０‐８５０７ 和歌山県和歌山市加納３８３ ０７３‐４７１‐２２３１

姫路少年刑務所 JB YB B ６７０‐００２８ 兵庫県姫路市岩端町４３８ ０７９‐２９６‐１０２０

奈良少年刑務所 JA YA A F FJ ６３０‐８１０２ 奈良県奈良市般若寺町１８ ０７４２‐２２‐４９６１

中
国

鳥取刑務所 B ６８０‐１１９２ 鳥取県鳥取市下味野７１９ ０８５７‐５３‐４１９１

松江刑務所 B ６９０‐８５５４ 島根県松江市西川津町６７ ０８５２‐２３‐２２２２

島根あさひ社会復帰促進センター YA A PA ６９７‐０４９２ 島根県浜田市旭町丸原３８０‐１５ ０８５５‐４５‐８１７１

岡山刑務所 LA ７０１‐２１４１ 岡山県岡山市北区牟佐７６５ ０８６‐２２９‐２５３１

広島刑務所 B F P LB ７３０‐８６５１ 広島県広島市中区吉島町１３‐１１４ ０８２‐２４１‐８６０１

尾道刑務支所 I A B ７２２‐００４１ 広島県尾道市防地町２３‐２ ０８４８‐３７‐２４１１

山口刑務所 A ７５３‐８５２５ 山口県山口市松美町３‐７５ ０８３‐９２２‐１４５０

岩国刑務所 W ７４１‐００６１ 山口県岩国市錦見６‐１１‐２９ ０８２７‐４１‐０１３６

美祢社会復帰促進センター A WA YA ７５０‐０６９３ 山口県美祢市豊田前町麻生下１０ ０８３７‐５７‐５１３１

四
国

徳島刑務所 LB B ７７９‐３１３３ 徳島県徳島市入田町大久２００‐１ ０８８‐６４４‐０１１１

高松刑務所 B F LB ７６０‐００６７ 香川県高松市松福町２‐１６‐６３ ０８７‐８２１‐６１１６

松山刑務所 YA A I ７９１‐０２９３ 愛媛県東温市見奈良１２４３‐２ ０８９‐９６４‐３３５５
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施 設 名 処遇区分 〒 所 在 地 電話番号

四国 高知刑務所 B ７８１‐５１０１ 高知県高知市布師田３６０４‐１ ０８８‐８６６‐５４５４

九
州

北九州医療刑務所 M A ８０２‐０８３７ 福岡県北九州市小倉南区葉山町１‐１‐１ ０９３‐９６３‐８１３１

福岡刑務所 B F P LB ８１１‐２１２６ 福岡県糟屋郡宇美町障子岳南６‐１‐１ ０９２‐９３２‐０３９５

麓刑務所 W ８４１‐００８４ 佐賀県鳥栖市山浦町２６３５ ０９４２‐８２‐２１２１

佐賀少年刑務所 JA YA A ８４０‐０８５６ 佐賀県佐賀市新生町２‐１ ０９５２‐２４‐３２９１

佐世保刑務所 B ８５９‐３２２５ 長崎県佐世保市浦川内町１ ０９５６‐３８‐４２１１

長崎刑務所 B F LB ８５４‐８６５０ 長崎県諫早市小川町１６５０ ０９５７‐２２‐１３３０

熊本刑務所 LB B ８６２‐０９７０ 熊本県熊本市渡鹿７‐１２‐１ ０９６‐３６４‐３１６５

大分刑務所 I LA A ８７０‐８５８８ 大分県大分市畑中３０３ ０９７‐５４３‐５１７７

宮崎刑務所 B ８８０‐２２９３ 宮崎県宮崎市大字糸原４６２３ ０９８５‐４１‐１１２１

鹿児島刑務所 B ８９９‐６１９３ 鹿児島県姶良郡湧水町中津川１７３３ ０９９５‐７５‐２０２５

沖縄刑務所 I YA YB A B M P ９０１‐１５１４ 沖縄県南城市知念字具志堅３３０ ０９８‐９４８‐１０９６

少年院

施 設 名 〒 所 在 地 電話番号

北
海
道

帯広少年院 ０８０‐０８４６ 北海道帯広市緑ヶ丘３‐２ ０１５５‐２４‐５７８７

北海少年院 ０６６‐００６６ 北海道千歳市大和４‐７４６‐１０ ０１２３‐２３‐３１４７

紫明女子学院 ０６６‐００６６ 北海道千歳市大和４‐６６２‐２ ０１２３‐２２‐５１４１

月形学園 ０６１‐０５１４ 北海道樺戸郡月形町字知来乙２６４‐１ ０１２６‐５３‐２７３６

東
北

青森少年院 ０３９‐３３１３ 青森県東津軽郡平内町沼館字沼館尻 ０１７‐７５５‐２３４１

盛岡少年院 ０２０‐０１２１ 岩手県盛岡市月が丘２‐１５‐１ ０１９‐６４７‐２１０７

東北少年院 ９８４‐０８２５ 宮城県仙台市若林区古城３‐２１‐１ ０２２‐２８５‐４２７０

青葉女子学園 ９８４‐０８２５ 宮城県仙台市若林区古城３‐２４‐１ ０２２‐２８６‐１５５１

置賜学院 ９９２‐０１１１ 山形県米沢市下新田４４５ ０２３８‐３７‐４０４０

関
東

茨城農芸学院 ３００‐１２８８ 茨城県牛久市久野町１７２２ ０２９‐８７５‐１１１４

水府学院 ３１１‐３１０４ 茨城県東茨城郡茨城町駒渡１０８４‐１ ０２９‐２９２‐００５４

喜連川少年院 ３２９‐１４１２ 栃木県さくら市喜連川３４７５‐１ ０２８‐６８６‐３０２０

赤城少年院 ３７１‐０２２２ 群馬県前橋市上大屋町６０ ０２７‐２８３‐２０２０

榛名女子学園 ３７０‐３５０３ 群馬県北群馬郡榛東村新井１０２７‐１ ０２７９‐５４‐３２３２

市原学園 ２９０‐０２０４ 千葉県市原市磯ケ谷１５７‐１ ０４３６‐３６‐１５８１

八街少年院 ２８９‐１１２３ 千葉県八街市滝台１７６６ ０４３‐４４５‐３７８７

多摩少年院 １９３‐０９３２ 東京都八王子市緑町６７０ ０４２‐６２２‐５２１９

関東医療少年院 １８３‐００５２ 東京都府中市新町１‐１７‐１ ０４２‐３６２‐２３５５

愛光女子学園 ２０１‐０００１ 東京都狛江市西野川３‐１４‐２６ ０３‐３４８０‐２１７８

久里浜少年院 ２３９‐０８２６ 神奈川県横須賀市長瀬３‐１２‐１ ０４６‐８４１‐２５８５

小田原少年院 ２５０‐０００１ 神奈川県小田原市扇町１‐４‐６ ０４６５‐３４‐８１４８

神奈川医療少年院 ２２９‐１１０５ 神奈川県相模原市小山４‐４‐５ ０４２‐７７２‐２１４５

中
部

新潟少年学院 ９４０‐０８２８ 新潟県長岡市御山町１１７‐１３ ０２５８‐３５‐０１１８

有明高原寮 ３９９‐８３０１ 長野県安曇野市穂高有明７２９９ ０２６３‐８３‐２２０４

駿府学園 ４２１‐２１１８ 静岡県静岡市葵区内牧１１８ ０５４‐２９６‐１６６１

湖南学院 ９２０‐１１４６ 石川県金沢市上中町ロ１１‐１ ０７６‐２２９‐１０７７

瀬戸少年院 ４８９‐０９８８ 愛知県瀬戸市東山町１４ ０５６１‐８２‐３１９５

愛知少年院 ４７０‐０３４３ 愛知県豊田市浄水町原山１ ０５６５‐４５‐０５１１

豊ケ岡学園 ４７０‐１１５３ 愛知県豊明市前後町三ツ谷１２９３ ０５６２‐９２‐３１０６

近畿 宮川医療少年院 ５１９‐０５０４ 三重県伊勢市小俣町宮前２５ ０５９６‐２２‐４８４４
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施 設 名 〒 所 在 地 電話番号

近
畿

京都医療少年院 ６１１‐０００２ 京都府宇治市木幡平尾４ ０７７４‐３１‐８１０１

浪速少年院 ５６７‐００７１ 大阪府茨木市郡山１‐１０‐１７ ０７２‐６４３‐５０６５

交野女子学院 ５７６‐００５３ 大阪府交野市郡津２‐４５‐１ ０７２‐８９１‐１１３２

和泉学園 ５９９‐０２３１ 大阪府阪南市貝掛１０９６ ０７２‐４７６‐５２２１

加古川学園 ６７５‐１２０１ 兵庫県加古川市八幡町宗佐５４４ ０７９‐４３８‐０３５３

播磨学園 ６７５‐１２０１ 兵庫県加古川市八幡町宗佐５４４ ０７９‐４３８‐０３４０

奈良少年院 ６３１‐０８１１ 奈良県奈良市秋篠町１１２２ ０７４２‐４５‐４６８１

中
国

美保学園 ６８３‐０１０１ 鳥取県米子市大篠津町４５５７ ０８５９‐２８‐７１１１

岡山少年院 ７０１‐０２０６ 岡山県岡山市南区箕島２４９７ ０８６‐２８２‐１１２８

広島少年院 ７３９‐０１５１ 広島県東広島市八本松町原１１１７４‐３１ ０８２‐４２９‐０８２１

貴船原少女苑 ７３９‐０１５１ 広島県東広島市八本松町原６０８８ ０８２‐４２９‐３００１

四
国

丸亀少女の家 ７６３‐００５４ 香川県丸亀市中津町２８ ０８７７‐２２‐９２２６

四国少年院 ７６５‐０００４ 香川県善通寺市善通寺町２０２０ ０８７７‐６２‐１２５１

松山学園 ７９１‐８０６９ 愛媛県松山市吉野町３８０３ ０８９‐９５１‐１２５２

九
州
・
沖
縄

筑紫少女苑 ８１１‐０２０４ 福岡県福岡市東区大字奈多１３０２‐１０５ ０９２‐６０７‐５６９５

福岡少年院 ８１１‐１３４６ 福岡県福岡市南区老司４‐２０‐１ ０９２‐５６５‐３３３１

佐世保学園 ８５７‐１１６１ 長崎県佐世保市大塔町１２７９ ０９５６‐３１‐８２７７

人吉農芸学院 ８６８‐０３０１ 熊本県球磨郡錦町木上北２２３‐１ ０９６６‐３８‐３１０２

中津少年学院 ８７１‐０１５２ 大分県中津市加来１２０５ ０９７９‐３２‐２３２１

大分少年院 ８７９‐７１１１ 大分県豊後大野市三重町赤嶺２７２１ ０９７４‐２２‐０６１０

沖縄少年院 ９０４‐００３４ 沖縄県沖縄市山内１‐１３‐１ ０９８‐９３３‐４４８６

沖縄女子学園 ９０４‐００３４ 沖縄県沖縄市山内１‐１４‐１ ０９８‐９３３‐７２４１

保護観察所・地方更生保護委員会

施 設 名 〒 所 在 地 電話番号

北
海
道

北海道地方更生保護委員会 ０６０‐００４２ 北海道札幌市中央区大通西１２丁目 札幌第三合同庁舎 ０１１‐２６１‐９９０７

札幌保護観察所 ０６０‐００４２ 北海道札幌市中央区大通西１２丁目 札幌第三合同庁舎 ０１１‐２６１‐９２２５

函館保護観察所 ０４０‐００３２ 北海道函館市新川町２５‐１８函館地方合同庁舎 ０１３８‐２６‐０４３１

旭川保護観察所 ０７０‐０９０１ 北海道旭川市花咲町４‐２２７２‐１５旭川地方法務合同庁舎 ０１６６‐５１‐９３７６

釧路保護観察所 ０８５‐００１７ 北海道釧路市幸町１０‐３ 釧路地方合同庁舎 ０１５４‐２３‐３２００

東
北

東北地方更生保護委員会 ９８０‐０８１２ 宮城県仙台市青葉区片平１‐３‐１ 仙台法務総合庁舎 ０２２‐２２１‐３５３６

青森保護観察所 ０３０‐０８６１ 青森県青森市長島１‐３‐２５青森法務総合庁舎 ０１７‐７７６‐６４１８

盛岡保護観察所 ０２０‐００２３ 岩手県盛岡市内丸８‐２０盛岡法務合同庁舎 ０１９‐６２４‐３３９５

仙台保護観察所 ９８０‐０８１２ 宮城県仙台市青葉区片平１‐３‐１ 仙台法務総合庁舎 ０２２‐２２１‐１４５１

秋田保護観察所 ０１０‐０９５１ 秋田県秋田市山王７‐１‐２ 秋田地方法務合同庁舎 ０１８‐８６２‐３９０３

山形保護観察所 ９９０‐００４６ 山形県山形市大手町１‐３２山形地方法務合同庁舎 ０２３‐６３１‐２２７７

福島保護観察所 ９６０‐８０１７ 福島県福島市狐塚１７福島法務合同庁舎 ０２４‐５３４‐２２４６

関
東

関東地方更生保護委員会 ３３０‐９７２５ 埼玉県さいたま市中央区新都心２‐１ さいたま新都心合同庁舎二号館 ０４８‐６００‐０１８１

水戸保護観察所 ３１０‐００６１ 茨城県水戸市北見町１‐１ 水戸地方法務合同庁舎 ０２９‐２２１‐３９４２

宇都宮保護観察所 ３２０‐００３６ 栃木県宇都宮市小幡２‐１‐１１宇都宮地方法務合同庁舎 ０２８‐６２１‐２２７１

前橋保護観察所 ３７１‐００２６ 群馬県前橋市大手町３‐２‐１ 前橋法務総合庁舎 ０２７‐２３７‐５０１０

さいたま保護観察所 ３３０‐００６３ 埼玉県さいたま市浦和区高砂３‐１６‐５８さいたま法務総合庁舎 ０４８‐８６１‐８２８７

千葉保護観察所 ２６０‐００１３ 千葉県千葉市中央区中央港１‐１１‐３ 千葉地方合同庁舎 ０４３‐２０４‐７７９１

東京保護観察所 １００‐００１３ 東京都千代田区霞が関１‐１‐１ 中央合同庁舎６号館Ａ棟 ０３‐３５９７‐０１２０

東京保護観察所立川支部 １９０‐００１４ 東京都立川市緑町６‐３ 立川第二法務総合庁舎２階 ０４２‐５２１‐４２３１
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施 設 名 〒 所 在 地 電話番号

関
東

横浜保護観察所 ２３１‐０００１ 神奈川県横浜市中区新港１‐６‐２ 横浜第一港湾合同庁舎 ０４５‐２０１‐３００６

新潟保護観察所 ９５１‐８１０４ 新潟県新潟市中央区西大畑町５１９１新潟地方法務総合庁舎 ０２５‐２２２‐１５３１

甲府保護観察所 ４００‐００３２ 山梨県甲府市中央１‐１１‐８ 甲府法務合同庁舎別館 ０５５‐２３５‐７１４４

長野保護観察所 ３８０‐０８４６ 長野県長野市旭町１１０８長野地方法務合同庁舎 ０２６‐２３４‐１９９３

静岡保護観察所 ４２０‐０８５３ 静岡県静岡市葵区追手町９‐４５静岡地方法務合同庁舎 ０５４‐２５３‐０１９１

中
部

中部地方更生保護委員会 ４６０‐０００１ 愛知県名古屋市中区三の丸４‐３‐１ 名古屋法務合同庁舎 ０５２‐９５１‐２９４４

富山保護観察所 ９３９‐８２０２ 富山県富山市西田地方町２‐９‐１６富山法務合同庁舎 ０７６‐４２１‐５６２０

金沢保護観察所 ９２０‐００２４ 石川県金沢市西念３‐４‐１ 金沢駅西合同庁舎 ０７６‐２６１‐００５８

福井保護観察所 ９１０‐００１９ 福井県福井市春山１‐１‐５４福井春山合同庁舎 ０７７６‐２２‐２８５８

岐阜保護観察所 ５００‐８８１２ 岐阜県岐阜市美江寺町２‐７‐２ 岐阜法務総合庁舎別館 ０５８‐２６５‐２６５１

名古屋保護観察所 ４６０‐０００１ 愛知県名古屋市中区三の丸４‐３‐１ 名古屋法務合同庁舎 ０５２‐９５１‐２９４１

津保護観察所 ５１４‐００３２ 三重県津市中央３‐１２津法務総合庁舎 ０５９‐２２７‐６６７１

近
畿

近畿地方更生保護委員会 ５４０‐０００８ 大阪府大阪市中央区大手前４‐１‐７６大阪合同庁舎第４号館 ０６‐６９４９‐６２６０

大津保護観察所 ５２０‐００５７ 滋賀県大津市御幸町６‐５ ０７７‐５２４‐６６８３

京都保護観察所 ６０２‐００３２ 京都府京都市上京区烏丸通今出川上る岡松町２５５ ０７５‐４４１‐５１４１

大阪保護観察所 ５４０‐０００８ 大阪府大阪市中央区大手前４‐１‐７６大阪合同庁舎第４号館 ０６‐６９４９‐６２４０

大阪保護観察所堺支部 ５９０‐００７８ 大阪府堺市堺区南瓦町２‐５５堺法務合同庁舎 ０７２‐２２１‐００３７

神戸保護観察所 ６５０‐００１６ 兵庫県神戸市中央区橘通１‐４‐１ 神戸法務総合庁舎 ０７８‐３５１‐４００４

奈良保護観察所 ６３０‐８２１３ 奈良県奈良市登大路町１‐１ 奈良地方法務合同庁舎 ０７４２‐２３‐４８６８

和歌山保護観察所 ６４０‐８１４３ 和歌山県和歌山市二番丁２ 和歌山地方合同庁舎 ０７３‐４３６‐２５０１

中
国

中国地方更生保護委員会 ７３０‐００１２ 広島県広島市中区上八丁堀２‐１５広島法務合同庁舎 ０８２‐２２１‐４４９７

鳥取保護観察所 ６８０‐０８４２ 鳥取県鳥取市吉方１０９鳥取第三地方合同庁舎 ０８５７‐２２‐３５１８

松江保護観察所 ６９０‐０８４１ 島根県松江市向島町１３４‐１０松江地方合同庁舎 ０８５２‐２１‐３７６７

岡山保護観察所 ７００‐０８０７ 岡山県岡山市北区南方１‐３‐５８岡山地方法務合同庁舎 ０８６‐２２４‐５６６１

広島保護観察所 ７３０‐００１２ 広島県広島市中区上八丁堀２‐１５広島法務合同庁舎 ０８２‐２２１‐４４９５

山口保護観察所 ７５３‐００８８ 山口県山口市中河原町６‐１６山口地方合同庁舎２号館 ０８３‐９２２‐１３３７

四
国

四国地方更生保護委員会 ７６０‐００３３ 香川県高松市丸の内１‐１ 高松法務合同庁舎 ０８７‐８２２‐５０９０

徳島保護観察所 ７７０‐０８５２ 徳島県徳島市徳島町城ノ内６‐６ 徳島地方合同庁舎 ０８８‐６２２‐４３５９

高松保護観察所 ７６０‐００３３ 香川県高松市丸の内１‐１ 高松法務合同庁舎 ０８７‐８２２‐５４４５

松山保護観察所 ７９０‐０００１ 愛媛県松山市一番町４‐４‐１ 松山法務総合庁舎 ０８９‐９４１‐９９８３

高知保護観察所 ７８０‐０８７０ 高知県高知市本町４‐３‐４１高知地方合同庁舎 ０８８‐８７３‐５１１８

九
州
・
沖
縄

九州地方更生保護委員会 ８１０‐００７３ 福岡県福岡市中央区舞鶴２‐５‐３０ ０９２‐７６１‐７７８１

福岡保護観察所 ８１０‐００７３ 福岡県福岡市中央区舞鶴１‐４‐１３ ０９２‐７６１‐６７３６

福岡保護観察所北九州支部 ８０３‐０８１３ 福岡県北九州市小倉北区城内５‐３ 小倉合同庁舎 ０９３‐５６１‐６３４０

佐賀保護観察所 ８４０‐００４１ 佐賀県佐賀市城内２‐１０‐２０佐賀合同庁舎 ０９５２‐２４‐４２９１

長崎保護観察所 ８５０‐００３３ 長崎県長崎市万才町８‐１６長崎法務合同庁舎 ０９５‐８２２‐５１７５

熊本保護観察所 ８６２‐０９７１ 熊本県熊本市大江３‐１‐５３熊本第二合同庁舎 ０９６‐３６６‐８０８０

大分保護観察所 ８７０‐００４５ 大分県大分市城崎町２‐３‐２１大分法務合同庁舎 ０９７‐５３２‐２０５３

宮崎保護観察所 ８８０‐０８０２ 宮崎県宮崎市別府町１‐１ 宮崎法務総合庁舎 ０９８５‐２４‐４３４５

鹿児島保護観察所 ８９２‐０８１６ 鹿児島県鹿児島市山下町１３‐１０鹿児島地方法務合同庁舎 ０９９‐２２６‐１５５６

那覇保護観察所 ９００‐００２２ 沖縄県那覇市樋川１‐１５‐１５那覇第一地方合同庁舎 ０９８‐８５３‐２９４５

九州地方更生保護委員会那覇分室 ９００‐００２２ 沖縄県那覇市樋川１‐１５‐１５那覇第一地方合同庁舎 ０９８‐８５３‐２９４７
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更生保護施設 は「高齢又は障害により特に自立が困難な矯正施設出所者等を保護する指定更生保護施設」

施 設 名 〒 所 在 地 電話番号

北
海
道

大谷染香苑 男（成・少） 女（成・少）０６５‐００４３ 北海道札幌市東区苗穂町２‐２‐５ ０１１‐７３１‐５５０５

札幌大化院希望寮 男（成・少） ０６０‐００６１ 北海道札幌市中央区南一条西１７‐１‐１３ ０１１‐６１１‐０４０７

巴寮 男（成・少） ０４０‐００２５ 北海道函館市堀川町１３‐２ ０１３８‐５２‐１３９１

旭川清和荘 男（成・少） ０７０‐００３９ 北海道旭川市九条通２‐１４８５‐５８ ０１６６‐２２‐３９０７

釧路慈徳会 男（成・少） ０８５‐０８３３ 北海道釧路市宮本２‐９‐６ ０１５４‐４１‐６４００

十勝自営会 男（成・少） ０８０‐０８０２ 北海道帯広市東二条南１４‐１ ０１５５‐２３‐３７２３

錦水寮 男（成・少） ０９３‐００４５ 北海道網走市大曲１‐１‐１ ０１５２‐４３‐２２３０

清泉寮 男（成・少） ０９０‐０８１１ 北海道北見市泉町３‐６‐４０ ０１５７‐２５‐４１４９

東
北

プラザあすなろ 男（成・少） ０３０‐０８６１ 青森県青森市長島１‐３‐２８ ０１７‐７３４‐６２１１

岩手保護院 男（成・少） ０２０‐０８７７ 岩手県盛岡市下ノ橋町２‐２５ ０１９‐６２２‐２８０６

宮城東華会 男（成・少） ９８２‐０８４２ 宮城県仙台市太白区越路１５‐６ ０２２‐２２３‐３９６４

秋田至仁会 男（成・少） ０１０‐００２９ 秋田県秋田市楢山川口境２２‐１２ ０１８‐８３２‐５７８７

羽陽和光会 男（成・少） ９９０‐０８３３ 山形県山形市春日町７‐５ ０２３‐６４５‐２８７５

至道会 男（成・少） ９６０‐８００３ 福島県福島市森合字山ノ下４‐２ ０２４‐５５７‐２６５６

関
東

有光苑 男（成・少） ３１２‐００３３ 茨城県ひたちなか市大字市毛８５８‐３６ ０２９‐２７２‐６３７０

尚徳会館 男（成・少） ３２０‐０８６４ 栃木県宇都宮市住吉町１０‐１６ ０２８‐６３３‐６４３１

栃木明徳会 女（成・少）３２８‐００３２ 栃木県栃木市神田町３‐１４ ０２８２‐２２‐１１７１

群馬県仏教保護会 男（成・少） ３７１‐００２５ 群馬県前橋市紅雲町１‐２４‐６ ０２７‐２２１‐３３７６

清心寮 男（成・少） ３３６‐００６４ 埼玉県さいたま市浦和区岸町７‐１２‐１９ ０４８‐８３７‐１７５５

千葉県帰性会 男（成・少） ２６４‐００２３ 千葉県千葉市若葉区貝塚町２７ ０４３‐２３１‐１６１０

更新会 男（成） １６９‐００５１ 東京都新宿区西早稲田１‐２１‐１ ０３‐５２８６‐８１９１

興楽会 男（成） １７４‐００７１ 東京都板橋区常盤台３‐１３‐５ ０３‐３９６０‐０２０４

斉修会 男（成） １６９‐００７３ 東京都新宿区百人町１‐４‐１２ ０３‐３２００‐７１５１

慈斉会 男（成） １１６‐０００１ 東京都荒川区町屋７‐１１‐７ ０３‐３８９２‐４７５０

新興会 男（成） １７１‐００４４ 東京都豊島区千早１‐３６‐２０ ０３‐３９５７‐２８９１

真哉会 男（成） １２０‐００１５ 東京都足立区足立２‐５１‐６ ０３‐３８８６‐２９５１

静修会 足立寮 男（成） １２０‐００４６ 東京都足立区小台２‐４３‐５ ０３‐３９１１‐３３７７

静修会 荒川寮 女（成・少）１１６‐０００２ 東京都荒川区荒川４‐１７‐１ ０３‐３８９１‐５７５０

清和会 男（成） １２３‐０８５３ 東京都足立区本木２‐１５‐１６ ０３‐３８８７‐８３２３

善隣厚生会 男（成） １５１‐００７１ 東京都渋谷区本町２‐４７‐５ ０３‐３３７７‐３７０５

ステップ竜岡 男（成・少） １１３‐００３４ 東京都文京区湯島４‐８‐１５ ０３‐３８１１‐２８５３

ステップ押上 男（成・少） １３０‐０００２ 東京都墨田区業平２‐１０‐１１ ０３‐３６２４‐２７３５

敬和園 男（少） １６５‐００２３ 東京都中野区江原町２‐６‐５ ０３‐３９５１‐７６６９

日新協会 男（成・少） １１６‐００１２ 東京都荒川区東尾久２‐３４‐７ ０３‐３８９２‐２４３１

両全会 女（成・少）１５１‐００５２ 東京都渋谷区代々木神園町３‐４０ ０３‐３４６８‐１６３９

鶴舞会 男（成・少） １９４‐０００４ 東京都町田市鶴間３７１ ０４２‐７９６‐７５７３

安立園 男（成） １８３‐００５７ 東京都府中市晴見町１‐１３‐５ ０４２‐３６８‐７２１１

自愛会 男（成・少） １９２‐０９０４ 東京都八王子市子安町２‐１‐１８ ０４２‐６４２‐４９４１

八興社 男（成・少） １８６‐０００２ 東京都国立市東２‐１８‐２ ０４２‐５７２‐６１９６

柴翠苑 女（成・少）１９３‐０９３２ 東京都八王子市緑町７８‐１ ０４２‐６２２‐６０２４

まこと寮 男（成・少） ２３４‐００５３ 神奈川県横浜市港南区日野中央１‐３‐３２ ０４５‐８４２‐５５３４

横浜力行舎 男（成） ２３５‐００１１ 神奈川県横浜市磯子区丸山１‐１９‐２０ ０４５‐７５１‐０７９５

川崎自立会 男（成・少） ２１０‐０８４７ 神奈川県川崎市川崎区浅田１‐４‐２ ０４４‐３２２‐２１５４

報徳更生寮 男（成・少） ２５０‐０００１ 神奈川県小田原市扇町１‐６‐２５ ０４６５‐３４‐４０４９
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施 設 名 〒 所 在 地 電話番号

中
部

新潟川岸寮 男（成・少） 女（成） ９５１‐８１３３ 新潟県新潟市中央区川岸町３‐１７‐２８ ０２５‐２６６‐８１２５

山梨以徳会 男（成・少） ４００‐０８６７ 山梨県甲府市青沼２‐２２‐１ ０５５‐２３３‐４９０１

裾花寮 男（成） 女（成） ３８０‐０８７３ 長野県長野市新諏訪１‐１‐８ ０２６‐２３２‐２４３４

みすず寮 男（成・少） ３８０‐０８０１ 長野県松本市美須々７‐８ ０２６３‐３２‐２２３０

静岡県勧善会 男（成・少） ４２２‐８０７２ 静岡県静岡市駿河区小黒２‐１‐２５ ０５４‐２８６‐１０９４

少年の家 男（成・少） ４２０‐０９４７ 静岡県静岡市堤町９１４‐６０ ０５４‐２７１‐５８９６

富山養得園 男（成・少） ９３９‐８２７１ 富山県富山市太郎丸西町１‐１７‐７ ０７６‐４２１‐２６９０

親和寮 男（成・少） ９２０‐０９３４ 石川県金沢市宝町１‐１６ ０７６‐２３１‐７０４２

福井福田会 男（成・少） ９１０‐００１５ 福井県福井市二の宮２‐３‐８ ０７７６‐２３‐１２０４

光風荘 男（成・少） ５００‐８８１５ 岐阜県岐阜市梅河町２‐１ ０５８‐２６３‐０７０３

洗心之家 女（成・少）５０１‐１１０６ 岐阜県岐阜市石谷７７０‐２２ ０５８‐２３５‐７９５８

愛知自啓会 男（成） ４６３‐００６７ 愛知県名古屋市守山区守山２‐１４‐３１ ０５２‐７９３‐７２１４

中協園 男（成・少） ４６１‐００１１ 愛知県名古屋市東区白壁２‐２０‐１８ ０５２‐９５３‐１４１０

立正園 男（成・少） ４３６‐００２８ 愛知県名古屋市守山区大森八龍２‐１０１７ ０５２‐７９８‐０３０３

岡崎自啓会 男（成・少） ４４４‐０８４０ 愛知県岡崎市戸崎町字牛転１０ ０５６４‐５１‐５２２６

徳永会大徳塾 男（成） ４７１‐００４６ 愛知県豊田市本新町７‐５０‐１ ０５６５‐３２‐５２１１

東三更生保護会（智光寮） 男（成・少） ４４０‐０８５３ 愛知県豊橋市佐藤町３‐２２‐１ ０５３２‐６１‐５１８６

近
畿

三重県保護会 男（成・少） ５１４‐０８０６ 三重県津市上弁財町１１‐１１ ０５９‐２２８‐３４９３

光風寮 男（成・少） ５２０‐０８３７ 滋賀県大津市中庄２‐１‐４８ ０７７‐５２４‐３４２６

京都保護育成会 男（成・少） ６１５‐００３３ 京都府京都市右京区西院寿町２０ ０７５‐３１１‐９６１１

西本願寺白光荘 女（成・少）６１６‐８０７４ 京都府京都市右京区太秦安井二条裏町１２‐６ ０７５‐８０２‐２５０６

盟親 男（成・少） ６０４‐８８０３ 京都府京都市中京区六角通大宮西入因幡町１１２‐４ ０７５‐８１１‐８８１７

和衷会 男（成） ５３０‐００２４ 大阪府大阪市北区山崎町５‐１０ ０６‐６３６１‐２７１６

愛正会 男（成） ５３２‐００１２ 大阪府大阪市淀川区木川東１‐９‐６ ０６‐６３０１‐２３０９

宝珠園 男（成） ５９０‐００１７ 大阪府堺市堺区北田出井町３‐３‐３０ ０７２‐２３２‐１７１４

泉州寮 男（少） ５９０‐００７１ 大阪府泉佐野市鶴原１‐４‐６ ０７２‐４６２‐１０９２

湊川寮 男（成） ６５２‐００４１ 兵庫県神戸市兵庫区湊川町１０‐５‐２０ ０７８‐５１１‐４６１１

播麿保正会 男（成・少） ６７０‐００９５ 兵庫県姫路市新在家１‐６‐２１ ０７９‐２９２‐５４４６

姫路薬師寮 男（成） ６７０‐００５８ 兵庫県姫路市車崎１‐１３‐１５ ０７９‐２９２‐２３８８

至徳会 男（成・少） ６３０‐８１０２ 奈良県奈良市般若寺町２６４‐２ ０７４２‐２３‐３５７４

端正会 男（成・少） 女（成・少）６４０‐８３４１ 和歌山県和歌山市黒田２６６ ０７３‐４７１‐３６８１

中
国

鳥取県更生保護給産会 男（成・少） ６８０‐０８２４ 鳥取県鳥取市行徳３‐８１５ ０８５７‐２２‐４８８４

島根更生保護会 男（成・少） ６９０‐０８７２ 島根県松江市奥谷町３０６‐１ ０８５２‐２１‐５３８３

備作恵済会古松園 男（成・少） ７００‐０９１５ 岡山県岡山市鹿田本町２‐７ ０８６‐２２５‐２４７５

美作自修会 男（成・少） ７０８‐００２２ 岡山県津山市山下４６‐２８ ０８６８‐２２‐２０８７

ウィズ広島 男（成・少） 女（成・少）７３０‐０８２２ 広島県広島市中区吉島東１‐１‐１８ ０８２‐２４１‐１５３４

呉清明園 男（成・少） ７３７‐０８１７ 広島県呉市上二河町６‐１６ ０８２３‐２１‐５９３３

山口更生保護会 男（成・少） ７５３‐００５２ 山口県山口市三和町１１‐４ ０８３‐９２４‐６０１６

たちばな荘 男（成・少） ７５０‐００４３ 山口県下関市東神田町１‐１０ ０８３‐２２２‐１３５５

四
国

徳島自立会 男（成・少） ７７０‐０８７２ 徳島県徳島市北沖洲２‐８‐２７ ０８８‐６６４‐０４５２

讃岐修斉会 男（成・少） ７６３‐００９１ 香川県丸亀市川西町北１６５７ ０８７７‐２２‐８１９７

愛媛県更生保護会 男（成・少） ７９０‐００５６ 愛媛県松山市土居田町２８０‐１ ０８９‐９７２‐０７１４

高坂寮 男（成・少） ７８０‐００５６ 高知県高知市北本町１‐３‐３ ０８８‐８７２‐２０５３

九
州

梅香寮 女（成・少）８１０‐００６３ 福岡県福岡市中央区唐人町３‐３‐２９ ０９２‐７３１‐３９１７

福岡弥生寮 男（成・少） ８１４‐００１４ 福岡県福岡市早良区弥生２‐４‐３１ ０９２‐８２１‐２１８７

福正会 男（成） ８１４‐０００６ 福岡県福岡市早良区百道１‐３‐１３ ０９２‐８２１‐２７２３

恵辰会 男（成・少） ８１１‐２１１３ 福岡県糟屋郡須惠町大字須惠１１７‐１６ ０９２‐９３２‐０１８７

地
域
生
活
定
着
支
援
セ
ン
タ
ー
の
概
要

具
体
的
な
支
援
に
あ
た
っ
て

個
人
事
例

効
果
的
な
支
援
の
あ
り
方
に
つ
い
て

今
後
の
課
題

資
料
集

１１８



施 設 名 〒 所 在 地 電話番号

九
州
・
沖
縄

筑豊宏済会 男（成・少） ８２０‐００４４ 福岡県飯塚市横田字庄の町１８‐２ ０９４８‐２９‐５２４６

田川ふれ愛義塾 男（少） ８２５‐０００２ 福岡県田川市大字伊田１５２６‐１ ０９４７‐４５‐４３５５

湧金寮 男（成・少） ８０２‐０８２１ 福岡県北九州市小倉北区鋳物師町１０‐１１ ０９３‐５６１‐０９２８

佐賀県恒産会 男（成・少） ８４０‐０８５３ 佐賀県佐賀市長瀬町７‐１０ ０９５２‐２３‐４２０２

長崎啓成会 男（成・少） ８５１‐０２５１ 長崎県長崎市田上２‐１２‐３５ ０９５‐８２２‐６０１５

佐世保白雲 男（成・少） ８５７‐１１６４ 長崎県佐世保市白岳町７３０‐１ ０９５６‐３１‐６７２４

虹 男（成・少） 女（成・少）８５９‐１２１５ 長崎県雲仙市瑞穂町古部甲２５０４ ０９５７‐７７‐３６２０

熊本自営会 男（成・少） ８６２‐０９７０ 熊本県熊本市渡鹿６‐６‐４５ ０９６‐３６６‐３５００

あけぼの寮 男（成・少） ８７０‐０８１８ 大分県大分市田室町４‐１０ ０９７‐５４３‐２４４１

みやざき青雲 男（成・少） ８８０‐０８７７ 宮崎県宮崎市宮脇町７２ ０９８５‐２２‐４６４３

草牟田寮 男（成・少） ８９０‐００１５ 鹿児島県鹿児島市草牟田１‐１９‐５３ ０９９‐２２２‐５４５９

がじゅまる沖縄 男（成・少） 女（成・少）９０３‐０８０３ 沖縄県那覇市首里平良町１‐２９‐４ ０９８‐８８４‐４０９１

やんばる青年隊 男（成・少） ９０５‐１２０４ 沖縄県国頭郡東村字平良３８０番地１ ０９８０‐４３‐２１１８

一時保護事業所 生活再建相談センター（同歩会） １１１‐００３１ 東京都台東区千束４‐３９‐６‐３Ｆ ０１２０‐１４１‐４８９

救護施設

施 設 名 〒 所 在 地 電話番号

北
海
道

札幌明啓院 ００７‐０８０１ 北海道札幌市東区東苗穂１条３丁目２‐１１ ０１１‐７８１‐２５４５

白石福祉園 ００３‐０８５９ 北海道札幌市白石区川北２２７２番地８ ０１１‐８７５‐２９４０

札幌市あけぼの荘 ００３‐００２８ 北海道札幌市白石区平和通４丁目南３‐６ ０１１‐８６１‐２８７８

静心寮 ００３‐０８５９ 北海道札幌市白石区川北２２７２番地９号 ０１１‐８７３‐５００１

東明寮 ０８９‐１２４２ 北海道帯広市大正町基線１００番地３４ ０１５５‐６４‐２３３３

救護施設親愛の家 ０７３‐０４０５ 北海道歌志内市字神威４９‐１ ０１２５‐４２‐２６７３

函館厚生院高丘寮 ０４２‐０９５５ 北海道函館市高丘町３‐１ ０１３８‐５７‐７０３８

函館共働宿泊所救護部 ０４２‐０９０３ 北海道函館市新湊町２６１番地 ０１３８‐５８‐４０４０

明和園 ０４０‐００２２ 北海道函館市日乃出町２１‐１７ ０１３８‐５１‐５２８１

東
北

まことホ‐ム ０３４‐０２１１ 青森県十和田市大字大不動字山中１２‐１ ０１７６‐２８‐２０１１

誠幸園 ０３４‐０００１ 青森県十和田市大字三本木字野崎１１６‐３ ０１７６‐２３‐３９２０

白鳥ホーム ０３９‐３３１４ 青森県東津軽郡平内町盛田字堤ケ沢１２６ ０１７‐７５５‐３２７４

宮城県太白荘 ９８２‐０２１５ 宮城県仙台市太白区旗立２丁目３‐１ ０２２‐２４５‐３７２１

東山荘 ９８１‐０９４３ 宮城県仙台市青葉区国見６丁目３９番１号 ０２２‐２３３‐０２０７

玉葉荘 ０１０‐１３４４ 秋田県秋田市雄和向野字吹欠下２８ ０１８‐８８７‐２２３５

ひばりが丘ホ‐ム ０１８‐４２３１ 秋田県北秋田市上杉字金沢１２１‐１０６ ０１８６‐７８‐３１８４

救護施設好地荘 ０２８‐３１７１ 岩手県花巻市石鳥谷町中寺林７‐４６‐３ ０１９８‐４５‐３０２４

松山荘 ０２７‐００３７ 岩手県宮古市松山第８地割１９‐１ ０１９３‐６２‐７９２１

紅花ホーム ９９４‐０００６ 山形県天童市成生１９７１‐２６ ０２３７‐４７‐０２４１

山形県立泉荘 ９９３‐００３３ 山形県長井市今泉１８１２ ０２３８‐８８‐９２１１

山形県立みやま荘 ９９９‐３５０２ 山形県西村山郡河北町大字吉田字馬場１１ ０２３７‐７２‐３１８１

郡山せいわ園 ９６３‐０６６１ 福島県郡山市舞木町字間明田１０４ ０２４‐９５６‐２１２１

福島県喜多方しののめ荘 ９６６‐０９３２ 福島県喜多方市上三宮町吉川字黒澤４６００‐１ ０２４１‐２２‐０２２２

矢吹緑風園 ９６９‐０２８４ 福島県西白河郡矢吹町滝八幡１０１ ０２４８‐４２‐２２４４

福島県浪江ひまわり荘 ９７９‐１５３６ 福島県双葉郡浪江町大字加倉字今神７８ ０２４０‐３５‐４１７９

福島県からまつ荘 ９６１‐８０７１ 福島県西白河郡西郷村大字真船字芝原３４１‐８ ０２４８‐２５‐３１０３

やしおみ荘 ９７２‐０１６１ 福島県いわき市遠野町上遠野字堀切２７ ０２４６‐８９‐３３３３

関
東
鳴鶴寮 ３２１‐０３４７ 栃木県宇都宮市飯田町２６１ ０２８‐６４８‐２４２２

救護施設妙義白雲寮 ３７９‐０２０２ 群馬県富岡市妙義町大牛５２３‐５ ０２７４‐７３‐２３２８
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施 設 名 〒 所 在 地 電話番号

関
東

緑荘 ３７３‐０８０６ 群馬県太田市龍舞町３１６ ０２７６‐４５‐０１０８

太陽の家 ３７０‐０５３５ 群馬県邑楽郡大泉町大字寄木戸１３２１‐１ ０２７６‐６３‐１０５１

救護施設ナザレ園 ３１９‐２１０３ 茨城県那珂市中里３２２‐２ ０２９‐２９６‐１７３２

救護施設もくせい ３１０‐００３５ 茨城県水戸市東原３‐２‐７ ０２９‐３０３‐７３７３

鹿島更生園救護寮 ３１４‐００１２ 茨城県鹿嶋市大字平井１１２９‐１０ ０２９９‐８２‐１２７６

慈翠舘 ３１５‐００２８ 茨城県石岡市半ノ木１１４６１ ０２９９‐２４‐２８７１

育心寮 ３５０‐０４６３ 埼玉県入間郡毛呂山町前久保南１‐６‐２６ ０４９‐２９５‐１２３４

羽生園 ３４８‐００３６ 埼玉県羽生市大字砂山９１ ０４８‐５６１‐０４９１

千葉県救護施設松風園 ２６６‐０００７ 千葉県千葉市緑区辺田町６０４ ０４３‐２９１‐０１５０

風の郷「厚生園」 ２８９‐０３４５ 千葉県香取市八本５５５‐２７ ０４７８‐８２‐５１３４

房総平和園 ２９９‐３２２３ 千葉県山武郡大網白里町南横川１７４８‐１ ０４７５‐７２‐０２５４

千葉県救護盲老人施設猿田荘 ２８８‐０８５５ 千葉県銚子市猿田町４４０ ０４７９‐３３‐１３８５

成田市愛光園 ２８６‐０００５ 千葉県成田市下方１５６１‐１ ０４７６‐２７‐３５１６

光の家神愛園 １９１‐００６５ 東京都日野市旭が丘１‐１７‐１７ ０４２‐５８１‐２３４０

黎明寮 １８７‐００３２ 東京都小平市小川町１‐４８５ ０４２‐３４１‐０３３６

あかつき １８７‐００３２ 東京都小平市小川町１‐４８５ ０４２‐３４１‐４７１１

くるめ園 １８７‐００２１ 東京都小平市上水南町４‐７‐４５ ０４２‐３２１‐８８６６

昭島荘 １９６‐００２２ 東京都昭島市中神町１２６０ ０４２‐５４１‐５９８１

光華寮 １９２‐０３７５ 東京都八王子市鑓水４２８ ０４２‐６７６‐８３３６

村山荘 １８９‐００２４ 東京都東村山市富士見町２‐７‐５ ０４２‐３９１‐１２６２

さつき荘 １８９‐００２４ 東京都東村山市富士見町２‐８‐２ ０４２‐３９６‐２２４４

優仁ホーム １９２‐０１５２ 東京都八王子市美山町１４６３ ０４２‐６５１‐３４３８

救世軍自省館 ２０４‐００２３ 東京都清瀬市竹丘１‐１７‐６０ ０４２‐４９３‐５３７４

平塚ふじみ園 ２５４‐００１４ 神奈川県平塚市四之宮６‐１５‐１ ０４６３‐５５‐１８００

清明の郷 ２３２‐００３３ 神奈川県横浜市南区中村町５‐３１５ ０４５‐２５１‐５０９９

横浜市浦舟園 ２３２‐００２４ 神奈川県横浜市南区浦舟町３‐４６ ０４５‐２３２‐９８０８

岡野福祉会館 ２２０‐００７３ 神奈川県横浜市西区岡野２‐１５‐６ ０４５‐３１１‐２６０１

ノーマ・ヴィラージュ聖風苑 ２１０‐０８３２ 神奈川県川崎市川崎区池上新町３‐１‐８ ０４４‐２８８‐５４０１

中
部

葵寮 ４２０‐０９４９ 静岡県静岡市葵区与一６丁目１７‐３ ０５４‐２５５‐０７６５

清風寮 ４３１‐３４９２ 静岡県浜松市天竜区渡ケ島２１７‐３ ０５３‐５８３‐１１３３

静岡市救護所 ４２１‐１２２３ 静岡県静岡市葵区吉津１９０５ ０５４‐２７８‐６２３９

沼津市立高尾園 ４１０‐０００１ 静岡県沼津市足高１５６‐１ ０５５‐９２１‐５７２２

浜松市立西山園 ４３２‐８００１ 静岡県浜松市西区西山町１８８２‐２ ０５３‐４８５‐１３８４

聖隷厚生園讃栄寮 ４３１‐１３０４ 静岡県浜松市北区細江町中川７２２０‐７ ０５３‐４３７‐４５９８

浜松市立入野園 ４３２‐８０６８ 静岡県浜松市西区大平台１‐３４‐２０ ０５３‐４８５‐５００５

慈照園 ４３２‐８０２３ 静岡県浜松市中区鴨江３‐４‐３ ０５３‐４５２‐３０６９

かしわ荘 ９４５‐０１１２ 新潟県柏崎市大字畔屋１９４‐１ ０２５７‐２４‐４１０１

おぐに荘 ９４９‐５２１５ 新潟県長岡市小国町新町８５２‐４ ０２５８‐９５‐３４００

有明荘 ９５０‐２０７１ 新潟県新潟市西区西有明町１‐７１ ０２５‐２６７‐０４３６

ひまわり荘 ９５９‐２８０４ 新潟県胎内市塩沢２７９ ０２５４‐４７‐３１００

名立園 ９４９‐１６０４ 新潟県上越市名立区赤野俣９２６番地２ ０２５‐５３７‐２０２１

八尾園 ９３９‐２３７６ 富山県富山市八尾町福島１０番地 ０７６‐４５５‐２６６０

三谷の里ときわ苑 ９２０‐０１５５ 石川県金沢市高坂町ト１番地 ０７６‐２５７‐４９４６

三陽ホーム ９２０‐０９４４ 石川県金沢市三口新町１‐８‐１ ０７６‐２６３‐７６９３

七尾更生園 ９２６‐００３６ 石川県七尾市中挟町い部１２番地 ０７６７‐５７‐３９３９

大野荘 ９１２‐００６１ 福井県大野市篠座１７‐２３ ０７７９‐６６‐３３２０

清和寮 ３８４‐０３０４ 長野県佐久市北川５５７ ０２６７‐８２‐２４４１
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施 設 名 〒 所 在 地 電話番号

中
部

共和寮 ３８１‐２２２５ 長野県長野市篠ノ井岡田３２４１‐２０３ ０２６‐２９３‐０２５８

順天寮 ３９９‐４１１７ 長野県駒ケ根市赤穂８２００‐３ ０２６５‐８３‐２３３５

れんげ荘 ３９８‐０００１ 長野県大町市平１０９１‐７ ０２６１‐２２‐７０００

阿南富草寮 ３９９‐１５０５ 長野県下伊那郡阿南町富草４３４７‐２１ ０２６０‐２２‐２５２４

旭寮 ３８０‐０８７３ 長野県長野市新諏訪１‐１‐６０ ０２６‐２３２‐３４１２

八ケ岳寮 ３９１‐００１２ 長野県茅野市金沢４５１８番地１ ０２６６‐７２‐６２１１

甲府市光風寮 ４００‐００６９ 山梨県甲府市中村町４‐１ ０５５‐２２２‐２５８１

鈴宮寮 ４０４‐００４５ 山梨県甲州市塩山上塩後４０９ ０５５３‐３３‐２７４７

清山寮 ４０７‐００４６ 山梨県韮崎市旭町上条南割３３１４‐１４ ０５５１‐２２‐０６３９

大垣市牧野華園 ５０３‐００３１ 岐阜県大垣市牧野町２‐１５０‐１ ０５８４‐７１‐１６８３

名古屋市植田寮 ４６８‐０００１ 愛知県名古屋市天白区植田山２‐１０１ ０５２‐７８１‐００１５

名古屋市厚生院 ４６５‐８６１０ 愛知県名古屋市名東区勢子坊２丁目１５０１ ０５２‐７０４‐８４３２

愛知県新生寮 ４７５‐０９３２ 愛知県半田市鴉根町２‐１０４ ０５６９‐２７‐５３３３

愛知県明知寮 ４８０‐０３０３ 愛知県春日井市明知町４２０ ０５６８‐８８‐０１５９

近
畿

長谷山荘 ５１４‐００７７ 三重県津市片田長谷町２０１‐１ ０５９‐２３７‐００６４

菰野陽気園 ５１０‐１３２６ 三重県三重郡菰野町大字杉谷１５７２‐１ ０５９‐３９４‐２３８０

菰野千草園 ５１０‐１２５１ 三重県三重郡菰野町大字千草字草里野６４５５‐３ ０５９‐３９１‐２２０１

京都府立洛南寮 ６１０‐０３４３ 京都府京田辺市大住仲ノ谷１４‐１ ０７７４‐６２‐０４１５

滋賀保護院 ５２０‐０８０４ 滋賀県大津市本宮２‐６‐４５ ０７７‐５２２‐４９６０

滋賀県立日野渓園 ５２９‐１６０１ 滋賀県蒲生郡日野町大字松尾１２１ ０７４８‐５２‐０６４５

さわやか荘 ５２０‐１６０４ 滋賀県高島市今津町浜分５２８‐１１ ０７４０‐２２‐３４９３

橡生の里 ５２０‐１６４８ 滋賀県高島市今津町角川１１７７‐１ ０７４０‐２４‐００２６

角川ヴィラ ５２０‐１６４８ 滋賀県高島市今津町角川１１６１ ０７４０‐２４‐００６６

白雲寮 ５５７‐００１４ 大阪府大阪市西成区天下茶屋１‐３‐１７ ０６‐６６５９‐８８００

愛隣寮 ５５７‐０００２ 大阪府大阪市西成区太子１‐１‐１９ ０６‐６６３２‐７４８９

甲子寮 ５５７‐００１４ 大阪府大阪市西成区天下茶屋１‐３‐１７ ０６‐６６５９‐８８５５

三徳寮 ５５７‐０００４ 大阪府大阪市西成区萩之茶屋１‐９‐１４ ０６‐６６４５‐０５６７

高槻温心寮 ５６９‐１０４６ 大阪府高槻市塚原１‐９‐１ ０７２‐６９６‐０６７８

フローラ ５７７‐０８０９ 大阪府東大阪市永和２‐７‐３０ ０６‐６７２２‐４７１６

三恵園 ５６３‐０３５２ 大阪府豊能郡能勢町大里２２２‐４ ０７２‐７３４‐０４０５

千里寮 ５６５‐０８７４ 大阪府吹田市古江台６‐２‐８ ０６‐６８３１‐６３０１

平和寮 ５４５‐００１１ 大阪府大阪市阿倍野区昭和町３‐４‐２７ ０６‐６６２８‐６１５１

今池平和寮 ５５７‐０００３ 大阪府大阪市西成区天下茶屋北１‐４‐６ ０６‐６６３３‐３１６１

港晴寮 ５５２‐００２３ 大阪府大阪市港区港晴２‐４‐２５ ０６‐６５７２‐００６１

第２港晴寮 ５５２‐０００５ 大阪府大阪市港区田中３‐１‐１３０ ０６‐６５７３‐５５７５

みなと寮 ５８６‐００５２ 大阪府河内長野市河合寺４２３‐１ ０７２１‐６２‐２３８２

りんくうみなと ５９０‐０５３５ 大阪府泉南市りんくう南浜３‐１０ ０７２‐４８２‐８０１２

淀川救護寮 ５３３‐００１１ 大阪府大阪市東淀川区大桐４‐３‐２４ ０６‐６３２９‐２２００

美原の里 ５８７‐００６１ 大阪府堺市美原区今井３８７ ０７２‐３６３‐１３５２

ホーリーホーム ５４７‐０００１ 大阪府大阪市平野区加美北７‐１‐３０ ０６‐６７９１‐８２３６

総合リハビリセンターのぞみの家 ６５１‐２１８１ 兵庫県神戸市西区曙町１０７０ ０７８‐９２７‐２７２７

神戸市立和光園 ６５４‐０００６ 兵庫県神戸市須磨区養老町１丁目８番３０号 ０７８‐７３１‐０３８３

アメニティホーム夢野 ６５２‐００６３ 兵庫県神戸市兵庫区夢野町４丁目３‐１３ ０７８‐５１１‐３７８５

ヨハネ寮 ６５４‐００１５ 兵庫県神戸市須磨区奥山畑町２ ０７８‐７３１‐６５３５

ななくさ厚生院 ６５１‐１４１２ 兵庫県西宮市山口町下山口１６５０‐３６ ０７８‐９０３‐１６６４

南光園 ６７９‐５２２２ 兵庫県佐用郡佐用町西下野８８０ ０７９０‐７７‐０２３６

１２１



施 設 名 〒 所 在 地 電話番号

近
畿

救護施設 ジョイ・ガーデン ６７９‐４２３２ 兵庫県姫路市林田町上伊勢１１３７‐１ ０７９‐２６８‐８０００

桃李園 ６７９‐０２０３ 兵庫県加東市稲尾３８３‐４０ ０７９５‐４８‐４７２７

須加宮寮 ６３１‐００４２ 奈良県奈良市大倭町４‐３５ ０７４２‐４５‐０４４８

青垣園 ６３５‐０００４ 奈良県大和高田市藤森８６‐２ ０７４５‐５３‐２５２５

悠久の郷 ６４８‐００７２ 和歌山県橋本市東家９０５ ０７３６‐３２‐０３２４

かつらぎ園 ６４０‐８４８３ 和歌山県和歌山市園部３６６‐１ ０７３‐４５５‐３６５１

中
国

よなご大平園 ６８２‐００２３ 鳥取県米子市二本木１６９０ ０８５９‐５６‐６２２６

ゆりはま大平園 ６８９‐０７３２ 鳥取県東伯郡湯梨浜町長和田１８３５‐１ ０８５８‐３２‐０７８０

泉の園 ６９０‐００２１ 島根県松江市矢田町保地４７２ ０８５２‐２４‐３５１２

新生園 ６９０‐１４０４ 島根県松江市八束町波入４３‐２ ０８５２‐７６‐３３１１

さつきの園 ６９６‐０３１２ 島根県邑智郡邑南町出羽２９３‐５ ０８５５８‐３‐１３１３

津山広済寮 ７０８‐０００６ 岡山県津山市小田中１４１２ ０８６８‐２２‐２６０６

たましま寮 ７１３‐８１１３ 岡山県倉敷市玉島八島１３８５‐１ ０８６‐５２２‐２２３０

笠岡市恵風荘 ７１４‐００６６ 岡山県笠岡市用之江４２９‐１ ０８６５‐６６‐０７５１

矢掛寮 ７１４‐１２２７ 岡山県小田郡矢掛町小田５６３０ ０８６６‐８４‐８１０４

ニュー三楽園 ７０９‐３６１４ 岡山県久米郡久米南町下弓削６８７‐１ ０８６７‐２８‐４１１１

三楽園 ７０８‐０８８３ 岡山県津山市一方２１８‐１ ０８６８‐２２‐７３４７

浦安荘 ７０２‐８０２６ 岡山県岡山市浦安本町２０９ ０８６‐２６３‐９２０１

救護院 ７３１‐５１４３ 広島県広島市佐伯区三宅２‐１‐２ ０８２‐９２１‐１１２２

呉広風園 ７３７‐０９１１ 広島県呉市焼山北３丁目２１‐２ ０８２３‐３３‐７１７７

みつぎ清風園 ７２２‐０３５３ 広島県尾道市御調町高尾４５番地 ０８４８‐７７‐００３０

萩市救護所 ７５８‐００１１ 山口県萩市大字椿東１４４８ ０８３８‐２５‐１３６６

石城苑 ７４３‐０１０１ 山口県光市塩田１３８２‐４ ０８２０‐４８‐２１１０

下関市梅花園 ７５９‐６５３４ 山口県下関市大字永田郷４５９‐４ ０８３‐２８６‐２２３１

周南荘 ７４５‐０８１１ 山口県周南市五月町１２‐１ ０８３４‐２１‐３６４１

愛和苑 ７４２‐２８０３ 山口県大島郡周防大島町大字土居１４６５ ０８２０‐７３‐１１３３

聖和苑 ７４７‐１２２１ 山口県山口市鋳銭司３３５４ ０８３‐９８６‐２１１２

四
国

徳島市立寿楽荘 ７７０‐０８７４ 徳島県徳島市南沖州５‐５‐２５ ０８８‐６６４‐０６５０

小鳴門荘 ７７１‐０３６０ 徳島県鳴門市瀬戸町明神字上本城８５ ０８８‐６８８‐０１８０

みよしの山荘 ７７１‐２５０２ 徳島県三好郡東みよし町足代１７３６‐１ ０８８３‐７９‐３１０２

清水園 ７６２‐００２１ 香川県坂出市西庄町１６３５‐１ ０８７７‐４６‐４２７７

萬象園 ７６３‐００９１ 香川県丸亀市川西町北字龍王１６８５‐１ ０８７７‐２２‐９１７６

丸山荘 ７９０‐００６２ 愛媛県松山市南江戸６丁目１６９７ ０８９‐９４６‐５１１０

大洲幸楽園 ７９５‐００１３ 愛媛県大洲市西大洲甲９１１‐１ ０８９３‐２４‐３０７５

津島荘 ７９８‐３３０３ 愛媛県宇和島市津島町近家甲１６０７‐５５ ０８９５‐３２‐２４２３

みさか荘 ７９１‐１１３４ 愛媛県松山市恵原町甲１０００ ０８９‐９６３‐２３２８

浦戸園 ７８１‐０１１４ 高知県高知市十津２‐１２‐２ ０８８‐８４７‐４５１０

高知市誠和園 ７８１‐０２４０ 高知県高知市横浜４‐２ ０８８‐８４１‐１７３３

九
州
・
沖
縄

福岡市松濤園 ８１９‐０１６５ 福岡県福岡市西区今津４８１５ ０９２‐８０６‐０６６１

愛の家 ８０３‐０８５３ 福岡県北九州市小倉北区高尾２‐５‐２０ ０９３‐５６１‐０００７

仁風園 ８１６‐０９０１ 福岡県大野城市乙金東２丁目２６番１号 ０９２‐５０３‐２００４

梅寿園 ８２２‐１４０４ 福岡県田川郡香春町柿下６１２‐１ ０９４７‐３２‐７３１１

第２優和園 ８０３‐０１８１ 福岡県北九州市小倉南区大字呼野１３１‐３ ０９３‐４５２‐３９３９

さわやかひびき園 ８０８‐００６２ 福岡県北九州市若松区古前２‐２６‐１ ０９３‐７７１‐７７１９

なのみ ８２４‐０６０３ 福岡県田川郡添田町大字中元寺８４４‐１２３ ０９４７‐４１‐７０７０

かんざき日の隈寮 ８４２‐０１２２ 佐賀県神埼市神埼町城原２７２５‐３ ０９５２‐５２‐２２２９
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